
（甲事件）平成１８年(ワ)第１５８７号 商標権侵害行為差止等請求事件

（乙事件）同第３１４３号 侵害差止請求事件

主 文

１ 乙事件被告は，その製造又は販売する自動車用シートに別紙標章

目録記載１，２の各標章を付し，同各標章を付した自動車用シート

を販売し，販売のために展示し，輸出し，輸入し，又は自動車用シ

ートのパンフレットに同各標章を付して頒布してはならない。

２ 甲事件原告の請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は，甲事件原告・乙事件被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

（以下においては，甲事件原告・乙事件被告を単に「原告」と，甲事件被告・乙事

件原告を単に「被告」という。）

１ 甲事件

(1) 被告は，標章「ＢＲＩＤＥ」を，自動車用座席及び座席部品製品に付して，

譲渡し，引き渡し，譲渡又は引渡しのために展示し，同商品に関する広告，価格表

若しくは取引書類に付して展示し，若しくは頒布し，又はこれらを内容とする情報

に同標章を付して電磁的方法により提供してはならない。

(2) 被告は，標章「ＢＲＩＤＥ」を付した自動車用座席及び座席部品製品，パン

フレット，商品しおり，その他広告物を廃棄せよ。

２ 乙事件

主文第１項と同旨。

第２ 事案の概要

原告及び被告は，いずれも別紙標章目録記載１，２の各標章（以下，順に「本件

標章１」，「本件標章２」といい，これらを併せて「本件各標章」という。）を付



した自動車用シートを製造，販売するものであるが（以下，本件各標章を付した自

動車用シートを「ＢＲＩＤＥシート」という。なお，現時点で原告が製造，販売す

るＢＲＩＤＥシートを「原告製品」，現時点で被告が製造，販売するＢＲＩＤＥシ

ート及びその部品製品を「被告製品」ともいう。），①甲事件は，原告が，被告に

対し，商標登録第２４２３４３５号の商標権（別紙「商標目録（原告側）」記載

１）に係る専用使用権が侵害されているとして，商標法３６条１項，２項に基づい

て，被告製品の譲渡，引渡し等の差止め及び被告製品等の廃棄を求め，これに対し

て，被告が，抗弁として，商標法３２条１項の先使用権，権利濫用，商標法５３条

１項の取消事由に基づく権利行使の制限を主張している事案であり，②乙事件は，

被告が，原告に対し，不正競争防止法２条１項１号，３条１項に基づいて，原告製

品の販売，展示等の差止めを求め，これに対して，原告が，抗弁として，権利濫用

及び上記商標権の専用使用権を主張している事案である。

１ 前提事実（争いがないか，証拠上明らかである。）

(1) 当事者

ア 原告は，自動車用座席の企画，開発，設計等を目的として平成１１年１１

月２２日に設立された株式会社であり，設立当初から，Ａ（昭和３８年○月○日生。

以下「Ａ」という。）が代表取締役を務めている。Ａは，原告が設立されるまでは，

自動車及びオートバイ用部品の修理，加工並びに販売等を目的とする株式会社ケン

テック（以下「ケンテック社」という。なお，その後，商号を「株式会社エステッ

ク」に変更したが，平成１７年６月１９日に解散し，同年９月３０日に清算を結了

した。）に勤務していた。

イ 被告は，自動車用シート，シートベルト，シート取付金具の製造，販売及

び輸出入等を目的として平成元年５月３０日に設立された株式会社であり，設立当

初から，Ｂ（昭和２６年○月○日生。以下「Ｂ」という。）が代表取締役を務めて

いる。Ｂは，昭和５６年ころから，「ブリッドＣｏ」の屋号で自動車用シートの製

造，販売等の事業を行っており，被告は，その設立に伴って，「ブリッドＣｏ」の



事業を承継した。

Ｃ（昭和４１年○月○日生。以下「Ｃ」という。）は，平成元年に被告に入社し，

平成８年から被告の取締役を務めている。

Ｂは，平成１６年３月１日，スポーツ用自動車座席の企画，開発，製造，販売，

調査，研究等を目的とするＢＲＩＤＥ株式会社を設立し，設立当初から，代表取締

役を務めている。

ウ 株式会社ブリッド（以下「ブリッド社」という。）は，自動車用椅子の製

造販売等を目的として平成６年８月２５日に設立された株式会社であり，設立当初

から，Ｄ（昭和１９年○月○日生。以下「Ｄ」という。）が代表取締役を務めてい

る。Ｄは，従前，「トータス」の屋号で自動車部品の製造等の事業を行っており，

ブリッド社は，その設立に伴って，「トータス」の事業を承継した。

(2) 宮田工業株式会社（以下「宮田工業」という。）の商標権（以下「本件商標

権」といい，その登録商標を「本件登録商標」という。）

ア 宮田工業は，次の商標権を有している。

商標登録 第２４２３４３５号

出願年月日 昭和６３年７月７日

登録年月日 平成４年６月３０日

指定商品（平成１５年１０月１日に指定商品の書換登録がされた後のもの）

商標法施行令別表第６類「いかり，金属製ビット，金属製ボラード」，第９類

「消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター」，第１２類「船舶並びに

その部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），エアクッション艇その部

品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附

属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品

及び附属品，乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカー並びにそれ

らの部品及び附属品，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」，第１３類

「戦車」，第１９類「ビット及びボラード（金属製のものを除く。）」，第２２類



「ターポリン，帆」

登録商標 「ブライド」のカタカナ文字と「ＢＲＩＤＥ」の欧文字とを上下

２段に横書きしたもの（別紙「商標目録（原告側）」記載１のとおり）

イ 宮田工業は，平成１５年６月１６日，原告に対し，本件商標権について通

常使用権を許諾し，平成１８年１月１２日，原告に対し，本件商標権について専用

使用権を設定し，同月２５日，同専用使用権設定の登録がされた。

(3) 原告及び被告が製造，販売している自動車用シートの概要

原告及び被告が製造，販売している自動車用シートは，自動車に当初から装着さ

れている純正シートと交換して使用されるもので，「スポーツシート」とも呼ばれ

ており，リクライニングシート（背もたれの傾斜角度を変えられるもの）とフルバ

ケットシート（身体を包み込むような形状のもの）の２種類がある。

これらのスポーツシートは，運転者の荷重を支持するシート本体とシート本体を

支持しこれを車体に固定するレールアダプター（「シートレール」ともいう。）と

から構成されており，レールアダプターは，自動車の種類ごとに異なる車体のフロ

アー形状に対応するように製造する必要がある。

(4) 現時点における原告及び被告のスポーツシートの製造，販売状況

ア 被告は，本件各標章をスポーツシート及びシート部品製品に付して，譲渡

し，引き渡し，譲渡又は引渡しのために展示し，これらの商品に関する広告，価格

表若しくは取引書類に付して展示し，若しくは頒布し，又はこれらを内容とする情

報に本件各標章を付して電磁的方法により提供している。

被告の平成１８年１月ころのカタログ（乙５），平成１９年４月ころのカタログ

（乙９６添付のもの）には，「ティーズ株式会社／ＢＲＩＤＥ株式会社」製のもの

であることを表記して，リクライニングシートとして「ＢＲＩＸⅡ」，「ＥＲＧＯ

Ⅱ」，「ＸＡＸⅡ」，フルバケットシートとして「ＭＡＸＩＳⅢ」，「ＺＩＥＧ

Ⅲ」，「ＺＥＴＡⅢ」，「ＡＲＴＩＳⅢ」，「ＥＸＡＳⅢ」などの本件標章１が付

された商品を掲載している（原告の商品名と同じものは，末尾に付記したローマ数



字で区別できるようにしている。）。また，上記カタログには，本件標章１が大き

く表示され，「ブリッド製」，「ブリッド初のリクライニング機構」などと記載さ

れている。

イ 原告は，本件各標章を付したスポーツシートを販売，譲渡するとともに，

スポーツシートに関する広告に本件各標章を付して展示するなどしている。また，

原告は，その製造，販売するスポーツシートのパンフレットに，製造元及び発売元

として「株式会社ハトプラ」と記載し，本件各標章を付して頒布している。

原告の平成１８年４月ころのカタログ（乙３０）には，製造元として「株式会社

ブリッド／株式会社ハトプラ」，発売元として「株式会社ハトプラ」と記載して，

リクライニングシートとして「ＢＲＩＸ」，「ＥＲＧＯ」，「ＸＡＸ」，フルバケ

ットシートとして「ＭＡＸＩＳ」，「ＺＥＲＯＳ」，「ＺＩＥＧⅡ」，「ＺＥＴＡ

Ⅱ」，「ＡＲＴＩＳⅡ」，「ＥＸＡＳⅡ」などの本件標章１が付された商品を掲載

している。また，同カタログには，本件標章１が大きく表示され，「ブリッド，ネ

クストステージ」と記載されている。

(5) 本件登録商標に係る商標登録取消しの審判の経緯

ア Ｅは，平成１６年２月２０日，本件登録商標について，指定商品のうち第

９類「消防車，自動車用シガーライター」，第１２類「自動車並びにその部品及び

附属品」及び第１３類「戦車」につき，商標法５０条１項に基づき商標登録取消し

の審判を請求したが（取消２００４－３０２４０号），特許庁は，平成１７年４月

６日，通常使用権の許諾を受けた原告による使用事実等を認め，「本件審判の請求

は，成り立たない。」旨の審決をした。Ｅは，知的財産高等裁判所に同審決の取消

請求の訴えを提起したが（同裁判所平成１７年(行ケ)第１０４７０号審決取消（商

標）請求事件），同裁判所は，同年９月２９日，同請求を棄却し，その後，同判決

は確定した。

イ 被告は，平成１７年１１月１１日，本件登録商標につき，商標法５３条１

項に基づき商標登録取消しの審判を請求した（取消２００５－３１３７１号）。



(6) 本件訴えの提起

原告は，平成１８年４月２６日，当裁判所に甲事件の訴えを提起し，被告は，同

年５月３１日，東京地方裁判所に乙事件の訴えを提起した。

被告は，同年６月２日，甲事件を東京地方裁判所に移送することを申し立てたが，

当裁判所は，同月１３日，同申立てを却下する旨の決定をした。

原告は，同年７月１１日，乙事件を当裁判所に移送することを申し立て，東京地

方裁判所は，同月２６日，同申立てを認めて乙事件を当裁判所に移送する旨の決定

をし，当裁判所は，同年８月１７日，乙事件を甲事件に併合した。

２ 争点

(1) 甲事件

原告が宮田工業から本件商標権の専用使用権の設定を受けたこと，被告が販売す

る被告製品が本件登録商標の指定商品の第１２類「自動車並びにその部品及び附属

品」に該当すること，本件各標章が本件登録商標に類似することは，当事者間に争

いがない。

したがって，被告が本件各標章を付した被告製品を販売することが本件商標権に

係る原告の専用使用権を侵害するか否かについて，被告が主張する次のア～ウの抗

弁の成否が争点となる。

ア 本件商標権について被告に先使用権（商標法３２条１項）が存するか。

イ 原告による本件商標権の専用使用権の行使が，権利濫用として許されない

か。

ウ 本件商標権に取消事由（商標法５３条１項）が存し，原告による本件商標

権の専用使用権の行使が許されないか。

(2) 乙事件

被告は，原告に対し，不正競争防止法２条１項１号，３条１項に基づいて，原告

製品の販売，展示等の差止めを求めており，請求原因について次のアが争点となる

とともに，原告が主張する次のイ，ウの抗弁の成否が争点となる。



ア 原告が本件各標章を付した原告製品を製造，販売等することが，不正競争

防止法２条１項１号の不正競争行為に当たるか。

イ 被告による不正競争防止法２条１項１号に基づく権利行使が，権利濫用と

して許されないか。

ウ 被告による不正競争防止法２条１項１号に基づく権利行使が，原告が本件

商標権の専用使用権の設定を受けていることを理由として許されないか。

３ 争点に関する当事者の主張

(1) 甲事件について

ア 争点アについて

（被告の主張）

(ｱ) 商標法上の先使用権制度は，市場において識別力を有する商標の使用状態

を保護するための制度である。識別力を備えた標章が市場において受け入れられ，

信用の蓄積が一定程度あるにもかかわらず，その後，他人が類似する商標を出願す

ることによって，先使用者による使用が許されなくなるとすれば，先使用者の受け

る不利益は著しいものとなり，こうした不合理を回避するために先使用権制度が存

在している。先願主義を採用する商標出願制度は，出願人の当該商標の使用を要件

としないから，当該商標を使用していない者が先使用者の使用の後に出願した場合

には，ますます不合理性が著しくなり，その不合理を回避する必要性も高くなる。

したがって，商標法３２条の周知性は，同法４条１項１０号や不正競争防止法２

条１項１号の周知性と同一に解釈する必要はなく，より低い周知性をもって足りる

と解すべきである。

(ｲ) 被告の代表者Ｂは，昭和５６年から「ブリッドＣｏ」の屋号を用い，自動

車用シートの製造販売の事業を開始し，不正競争の目的なくブランド名として「Ｂ

ＲＩＤＥ」という英文字表記を用い，これを「ブリッド」と称呼させることした。

Ｂは，昭和５８年，「ＢＲＩＤＥ」の統一したロゴマークを作成するために，鉄

谷写真事務所に委託して英文字「ＢＲＩＤＥ」を特徴的にデザイン化した本件各標



章を完成し，これを自動車用シートに用いるようになった。

Ｂは，昭和６１年，モータースポーツファン及びマスコミから「ドリフトキン

グ」の称号を与えられレーシングドライバーとして絶大な人気を誇っていたＦ（昭

和３１年○月○日生）とスポンサー契約を締結するとともに，雑誌等を通じて宣伝

広告を行い，展示会にも出展した結果，昭和６２年以降のＢＲＩＤＥシートの売上

げは急速に増加していき，昭和６３年には年間売上げが２億６０００万円にまで達

し，ＢＲＩＤＥシートの販売店は６０社を超え，取引先及び需要者間の周知性を獲

得するに至った。

Ｂは，ＢＲＩＤＥシートの販売が著しく伸びたことから，平成元年５月３０日に

被告を設立し，「ブリッドＣｏ」の事業を全部承継させた。

原告代表者のＡは，自動車レース業界を詳しく知るものではないにもかかわらず，

平成元年にＢＲＩＤＥシートのことを知り，これを頼りにケンテック社の販売の拡

張を図るため，Ｂに対しＢＲＩＤＥシートをＯＥＭ供給することを申し出ている。

したがって，本件登録商標の出願の際（昭和６３年７月７日），標章「ＢＲＩＤ

Ｅ」がＢの業務に係る自動車用シートを表示するものとして需要者（モータースポ

ーツに興味を持つ若い男性）の間に広く認識されていた（周知であった）ことは明

らかであるから，Ｂの事業を承継した被告は，商標法３２条１項により，自動車用

シートについて標章「ＢＲＩＤＥ」を使用する権利を有する。

(ｳ) なお，原告は，遅くともＤによってブリッド社が設立された平成６年８月

２５日以降，ＢＲＩＤＥシートに係る事業の実質的な中心はブリッド社であり，被

告は単に販売と雑誌への広告等を担当していたにすぎず，その前後を通じて，標章

「ＢＲＩＤＥ」を被告の業務に係る商品を表示するものとして継続的に使用してい

たとはいえないと主張するが，被告は，自己の業務に係るＢＲＩＤＥシートにつき，

平成６年以前もそれ以降も，他人の商品と区別する態様で本件各標章を使用し，需

要者の間に広く認識されていたことは明らかであるから，原告の主張は理由がない。

（原告の主張）



(ｱ) 被告は，本件登録商標の出願の際，標章「ＢＲＩＤＥ」がＢの業務に係る

自動車用シートを表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと主張する

が，以下に述べるとおり，被告主張の事実が認められないことは明らかである。

ａ 被告は，昭和６３年当時，ＢＲＩＤＥシートの年間売上げが２億６００

０万円にまで達したと主張するが，それを裏付けるものとして提出する売上台帳

（乙３５）には，売上金額と販売相手先のみが記載されているにすぎず，ＢＲＩＤ

Ｅシートと売上げとの関係は全く明らかではないし，納品書及び請求書はわずか数

枚でしかなく（乙８の１～４，９の１～４，１０の１～３），細々と販売していた

といわざるを得ない。

ｂ Ｂが展示会に出展したのも，東京オートサロンに１回，名古屋パフォー

マンス・カー・ショーは２回にすぎず，雑誌に掲載されたのも，「ＯＰＴＩＯＮ」

が１７回，「カーアクセサリー」が１回，「フリーロード」が１回，「モーターフ

ァン」が１回にとどまり，これらの雑誌において，ＢＲＩＤＥシートは他に掲載さ

れている多数のスポーツシートの中に埋没してしまっている。

ｃ 被告がスポンサー契約を締結したと主張するＦは，平成７年に「ル・マ

ン」レースに出場して上位入賞したことにより一躍有名になったものであって，昭

和６３年以前は，「ドリフト走行」という，公道上で好んで行われていた高速でコ

ーナーに突入し車両の前後輪をスリップさせる危険な走行行為を行うごく一部の限

定されたマニアに知られていた程度の存在であり，被告がＦが有名であったことを

示す証拠として提出するビデオ「ベストモータリング」（乙３７の４～６），書籍

「無敵のドリフト・テクニック」（乙３７の２），書籍「続・無敵のドリフトテク

ニック」（乙３７の３），雑誌「ＣＡＲＢＯＹ」（乙１４の２）は，いずれも本件

登録商標の出願後のものである。

ｄ 被告は，平成元年にＢＲＩＤＥシートが全国的に広く知られたことから，

ケンテック社からＢＲＩＤＥシートをＯＥＭ供給する申出を受けたとも主張するが，

実態は，Ｂ側からケンテック社に対し車検対応（車検を受けるために必要な道路運



送車両の保安基準《昭和２６年運輸省令第６７号》を満たすこと）のスポーツシー

トを用意してほしいと依頼し，車検対応のシートレールを必要とするためＤに会っ

たものであって，被告が主張するようにＡ側から申し出たものではない。

(ｲ) また，遅くとも平成６年８月２５日にブリッド社が設立されて以降，ＢＲ

ＩＤＥシートは，ブリッド社を中心とする原告，被告及びブリッド社の３社の共同

事業において，製造元であるブリッド社の標章として周知となっていたものであり，

この間，被告について先使用権を認めるに足りる被告単独での標章「ＢＲＩＤＥ」

の使用は継続されていないから，仮に本件登録商標の出願の際，標章「ＢＲＩＤ

Ｅ」がＢの業務に係る自動車用シートを表示するものとして需要者の間に広く認識

されていたものとしても，現時点においては，本件登録商標について被告に先使用

権が認められるとはいえない。

イ 争点イについて

（被告の主張）

(ｱ) 原告の代表者Ａは，ＢＲＩＤＥシートを一時下請製造していたケンテック

社の一従業員であったが，ケンテック社を退職後，平成１２年２月２１日，ケンテ

ック社と同一の営業を行うべく，ケンテック社と同一名称の「株式会社ケンテッ

ク」を行政区域を異にする名古屋市ａ区に設立し，その代表取締役に就任した。Ａ

は，平成１１年１１月２２日，自動車用座席の製造・販売を目的とする原告を設立

し，その代表取締役に就任した。

(ｲ) 原告は，標章「ＢＲＩＤＥ」が著名・周知となり，ＢＲＩＤＥシートが市

場において確固たる地位を獲得したことから，ＢＲＩＤＥシートの製造・販売権を

被告から奪取することを画策し，標章「ＢＲＩＤＥ」と類似の本件登録商標が未使

用であることに目を付け，平成１５年６月１６日，宮田工業から通常使用権の許諾

を受けた。

原告は，本件商標権の通常使用権の許諾を受けるや，同年７月１８日，被告に対

して，同通常使用権の許諾を受けたことを告知するとともに，被告に対して標章



「ＢＲＩＤＥ」の使用中止を警告し，その警告の際に，ＢＲＩＤＥシートの取引業

者に対して書面を配布し，ブリッド社は同年６月に被告との業務提携を解消し，そ

れに伴って，被告に対し「ＢＲＩＤＥ」ブランドの使用を即時中止することを勧告

したこと，今後は被告に替わって有限会社レヴィック（以下「レヴィック社」とい

う。）が販売することを告知し流布した。

原告は，被告製品の製造下請会社であるブリッド社をして，被告との製造委託関

係を解消させた上，原告が製造するＢＲＩＤＥシートを被告に無断で販売すること

を画策し，被告によるＢＲＩＤＥシートの販売を市場から排除し，原告がＢＲＩＤ

Ｅシートの販売を独占するために，宮田工業から本件商標権の使用許諾を受けて，

これを利用したものである。なお，商標権の単なる使用許諾を受けたにすぎない原

告が被告に対して商標権侵害及び商標使用禁止の主張をする法的根拠はないが，原

告の意図としては，本件各標章に化体された周知ブランドを乗っ取る意思があった

ことは明らかである。

(ｳ) さらに，原告は，宮田工業から本件商標権の専用使用権の設定を受けたも

のであるが，専用使用権による独占的使用権は，登録商標自体を使用する権利であ

って，その禁止権が及ぶ類似商標を使用する権利でないにもかかわらず，原告は，

同専用使用権の設定を受けた後，本件登録商標ではなく，その類似範囲に含まれる

本件各標章と全く同一の標章を使用しており，それは本件登録商標の構成中の「ブ

ライド」部分をあえて削除し，「ＢＲＩＤＥ」部分のみを使用し，しかも，本件登

録商標の称呼とは異なる「ブリッド」の称呼を用い，ロゴのデザインも同一のもの

を使用している。

したがって，原告が本件商標権の専用使用権の設定を受けたのは，本件登録商標

を使用することが目的ではなく，被告に対して本件各標章の使用を禁止することの

みを目的としていたことが明らかである。

(ｴ) 以上によれば，原告による本件商標権に係る専用使用権の行使は，本件各

標章が「ブリッド」と呼ばれて被告のＢＲＩＤＥシートを示すものとして需要者及



び取引者に広く親しまれているにもかかわらず，専用使用権に基づく禁止権を悪用

して被告の正当な営業活動の差止めを求めることを目的とするものであり，現実の

取引において本件各標章が有する被告の商品としての出所識別機能を著しく害し，

かつ，需要者の信頼を損なうことになることは明らかであって，商標法の趣旨に反

する結果を招来することになるから，権利濫用として許されないというべきである

（なお，争点アの商標法３２条１項の先使用権の抗弁が認められた場合においても，

同法３２条２項の混同防止表示付加請求権の有無を明確にする必要があるから，権

利濫用について判断すべきである。）。

（原告の主張）

(ｱ) Ａは，平成元年初旬，スポーツシートの販売会社であるケンテック社の経

営を任され，その専務の肩書で，実質上の代表者としてケンテック社を運営してき

たが，ケンテック社が扱うスポーツシートは車検対応という他の製品にはない特徴

を持っていた。ケンテック社は，車検対応とするために必要なレールアダプターの

製造を，「トータス」の屋号で自動車部品の製造事業を行っていたＤに依頼してい

た。

(ｲ) ケンテック社は，当時「ブリッドＣｏ」の屋号でスポーツシートの販売事

業を行っていたＢから，車検対応のスポーツシートを供給してほしいと依頼を受け，

その後，ＢをＤに引き合わせて，遅くとも平成４年には，Ｄ，Ｂ及びＡの話合いに

より，共同して「ＢＲＩＤＥ」ブランドでスポーツシートを製造販売していくこと

を合意した。

３社の役割分担は，被告（Ｂ）は販売（トータス以外の製造会社から製品供給を

受けない。），トータス（Ｄ）はレールアダプター及び新規車検対応スポーツシー

トの製造（被告以外に製品を供給しない。），ケンテック社（Ａ）はトータスとの

共同開発に必要となる保安部品の調達・納入，新規車検対応スポーツシートの車検

対応テストの実施，陸運局その他の関係行政機関に対する車検対応の申請（トータ

ス以外に部材を供給せず，車検手続にも協力しない。）というものであった。



Ｂは，スポーツシート製品についての商品知識は皆無で，製品についてはすべて

ＤやＡに任せて，販売を担当していたにすぎないから，３社共同事業の中では，物

作りとスポーツシート製品，特に車検に必要な保安基準について十分理解していた

Ｄが中心であった。Ｄは，３社の共同事業が決まった後，自己資金を投じて，わず

か半年余りで１１機種もの全機種（リクライニングシート５機種，ＦＲＰフルバケ

ットシート６機種）を開発するとともに，車種ごとに異なるレールアダプターにつ

いて２００車種以上もの自動車フロアーを測定し，レールアダプターの量産に必要

な治具を製造するなど，精力的に新規の製品開発をした。ケンテック社は，関係行

政機関に対し，トータスで製造されたレールアダプター及びスポーツシートが車検

対応になるよう，車種ごとに必要となる膨大な書類及び図面を作成し所定の手続を

行った。

(ｳ) Ｄを中心とする３社の共同事業により，「車検対応」という特徴を前面に

打ち出したことや，Ｄがレーサーと友好関係を築きＢＲＩＤＥシートを使用した自

動車がレースで好成績を上げたり，Ｄがモーターショー等のイベントにおいてＢＲ

ＩＤＥシートのブースの設置物を開発，製作するなどしたことによって，ＢＲＩＤ

Ｅシートの売上げが激増し，ＢＲＩＤＥシートは，トータスの事業として周知性を

取得した（被告独自のブランドとして周知性を取得したものではない。）。このこ

とは，平成６年８月２５日に，Ｄを代表者として，標章「ＢＲＩＤＥ」を端的に表

す社名を採用したブリッド社が設立され，ブリッド社がトータスの事業を承継した

ことからも明らかである。

(ｴ) 順調に推移していた３社の共同事業は，平成９年ころから，バブル経済の

崩壊や，台湾製品を初めとする外国製品の氾濫などの影響を受け，平成１２年ころ

から徐々にその売上げは低下していった。売上不振が懸念されるようになったころ，

Ａは，ケンテック社の親会社である鈴鋼製作所の社長からケンテック社の事業の承

継を依頼され，平成１１年１１月，原告を設立して自ら代表取締役に就任し，ケン

テック社の事業を引き継いだ。



平成１４年９月ころから，ブリッド社の従業員が辞め始め（最終的にブリッド社

の総従業員９人のうち６人が退職），平成１４年１２月末には，被告の従業員は，

ブリッド社の担当者に対し，一方的に平成１５年３月末までで商品の注文を打ち切

る旨通告した。ブリッド社の従業員の退職は，被告による取引中止の通告後も続き，

平成１５年２月には，被告が愛知県東海市に工場を新設してレールアダプターの生

産を開始し，同工場においてブリッド社を辞めた従業員６人のうち３人が働くよう

になった。

(ｵ) 上記のとおり，被告は，販売製品は専らブリッド社から供給を受けるとい

う３社の約束に反することを行ったばかりか，生産技術を盗むためにブリッド社の

従業員を引き抜き，そのノウハウを取得して生産体制を整え，その上で，一方的に

ブリッド社に対し取引中止を通告し，周知性を取得していた「ＢＲＩＤＥ」ブラン

ドの持ち去りを企図したものである。

これにより，原告とブリッド社は，スポーツシートの販売経路を突然失い，ブリ

ッド社は１億円以上の在庫商品を抱えることになった。Ａは，ブリッド社の経営を

断念したＤから，ブリッド社の事業を承継してほしいとの申出を受け，原告におい

てブリッド社の生産設備，従業員を含めた事業を承継することとし，平成１５年７

月から，「ＢＲＩＤＥ」ブランドのスポーツシートの販売を再開し，同年１０月に

は生産体制も建て直した。

標章「ＢＲＩＤＥ」は，ブリッド社の標章として周知性を獲得したものであり，

そのブリッド社の事業を，生産設備，従業員等と共に承継した原告こそ，正に「Ｂ

ＲＩＤＥ」ブランドを引き継ぎ，同標章を使用する正当な権限を有するものである。

(ｶ) 原告が宮田工業から通常使用権の許諾を受け，専用使用権の設定を受けた

のは，以下の理由による。

ブリッド社は，上記のとおり，被告から平成１５年３月末で商品注文を打ち切る

旨の通告を受けて，１億円以上の在庫商品を抱えることになったが，原告は，ブリ

ッド社の事業を承継し，これまでどおり標章「ＢＲＩＤＥ」を使用することが他社



の商標権を侵害することにならないかを調査したところ，宮田工業の本件商標権の

存在が判明したことから，ＢＲＩＤＥシートの製造販売が本件商標権の侵害となる

ことを回避するために，同年６月１６日，宮田工業から通常使用権の設定を受けた。

ところが，被告は，原告の取引先に各種営業妨害行為をするとともに，雑誌社に

対し原告製品の広告をしないように圧力をかけたため（これにより，雑誌社の多く

は原告製品の広告掲載を止めた。），原告は，宮田工業に対して，被告の本件商標

権の侵害行為を排除するよう要請したところ，原告が宮田工業から専用使用権の設

定を受けて被告の本件商標権の侵害行為を排除することになり，本件訴えを提起し

たものである。

(ｷ) 以上の事情にかんがみれば，原告は，ブリッド社の事業を正当に承継し本

件各標章の使用権を有するにもかかわらず，被告から，製造ノウハウを奪われた上，

繰り返し営業妨害行為を受けたため，やむなく，被告の本件商標権の侵害行為を排

除すべく，商標権者である宮田工業に代わって本件商標権の専用使用権を行使した

ものであって，原告の被告に対する同専用使用権の行使が権利濫用に該当しないこ

とは明らかである。

ウ 争点ウについて

（被告の主張）

(ｱ) 原告は，宮田工業から，平成１５年６月１６日に本件商標権の通常使用権

の許諾を受け，同年１０月から平成１６年２月までの間，さらに，平成１８年１月

１２日に同専用使用権の設定を受けて以降，本件登録商標と類似する本件各標章を

付したスポーツシートを販売し，その広告に本件各標章を付して展示し，頒布した。

原告の広告には，本件各標章を付したスポーツシートの写真とともに「新しく生

まれ変わる。ブリッド，ネクストステージ」のフレーズが記載され，被告製品と商

品形態，商品名（商品番号はほぼ同一）が完全に同一の商品が宣伝されている（な

お，原告の現在のホームページ上においては，当初の広告にある「ブリッド，ネク

ストステージ」のフレーズに替えて「ＢＲＩＤＥネクストステージ」と記載し，原



告が本件各標章を使用する際の称呼として「ブリッド」の文言の使用を意図的，一

時的に回避している。

原告が使用した本件各標章及びそれを付した原告製品は，被告製品の模倣品であ

るので，誤認混同が生じていることは明らかである。本件登録商標の商標権者であ

る宮田工業は，原告の本件登録商標の使用に関して，定期的な監督，報告の聴取な

どの実質的な監督を行っておらず，相当の注意義務を果たしたとはいえない。

したがって，本件商標権は，その通常使用権者であった（後に専用使用権者とな

った）原告が，指定商品「自動車用座席」について本件登録商標と類似する本件各

標章を使用し，被告のＢＲＩＤＥシートと混同を生ずる行為を行ったので，本件商

標権は取り消されるべきものであり（商標法５３条１項），本件商標権に係る専用

使用権はその権利を行使することができない（商標法３９条，特許法１０４条の

３）。

(ｲ) なお，商標法５３条１項は「商標権の取消し」について規定しているとこ

ろ，特許法１０４条の３は「無効審判により無効にされるべきもの」と規定し，文

言上は「取消し」の場合を含むか否かは明らかではないが，それは，特許法に取消

審判制度がないからであり，商標権が取消審判によって取り消された場合には無効

審判と同様に差止請求権が消滅することに変わりはないから，特許法１０４条の３

は，商標権が取り消されるべき場合にも適用されると解釈すべきである。仮に，特

許法１０４条の３が適用されないとしても，商標法５３条１項により商標権が取り

消される場合に当たる以上，最高裁平成１０年(ｵ)第３６４号同１２年４月１１日

第三小法廷判決・民集５４巻４号１３６８頁（いわゆる「キルビー判決」）に照ら

せば，原告が本件商標権の専用使用権を行使することは権利濫用に当たり許されな

い。

（原告の主張）

(ｱ) 商標法５３条１項は取消審判の請求であり，同法３９条が準用する特許法

１０４条の３は「無効とされるべきときは」と規定しているから，商標法５３条１



項の取消事由が存するとしても特許法１０４条の３の適用はない。

(ｲ) 商標法５３条１項本文は，①商標権者から使用許諾を受け，②指定商品又

はこれに類似する商品についての登録商標又はこれに類似する商標を使用し，③こ

の結果，他人の業務に係る商品と混同を生じたことを要件とする。

しかし，原告は，商標権者から使用許諾を受けた後に使用を開始したものではな

く，原告，ブリッド社及び被告の３社で事業を行ってきた後に，突然，被告からブ

リッド社に対し商品の注文を停止する旨の通告を受けたため，それまで主導的地位

にあったブリッド社の事業を承継した原告が，それまで使用してきた標章「ＢＲＩ

ＤＥ」をスポーツシートに付して製造，販売するに当たり，商標権者から商標権侵

害としての責任を追及される危険性を回避したものにすぎない。

(ｳ) 商標法５３条１項本文は，所定の要件を満たす場合に「何人も」取消審判

を請求することができる旨規定しているところ，この規定は，商標法が使用許諾制

度を採用したことに伴い，商品流通秩序という公益が害されることを防止しようと

する趣旨のものと解される。

しかし，被告は，本件商標権を侵害しながら，元々被告と共同で事業を行ってい

た相手方である原告の行為を前提に，商標法５３条１項を利用して，本件登録商標

を取り消そうとするものであり，被告のような商標権侵害者（不法行為者）は，商

標法５３条１項に規定する「何人」から除外して解釈すべきである。

商標法５３条１項を「専用使用権者又は通常使用権者（である原告）が指定商品

又はこれに類似する商品についての登録商標又はこれに類似する商標『ＢＲＩＤ

Ｅ』の使用であって（商標権侵害をしている）他人（被告）の業務に係る商品と混

同を生ずるものをしたときは，何人（商標権侵害をしている被告）も，当該商標登

録を取り消すことについて審判を請求することができる。」として解釈・運用する

ことは，本件においては，正に不法行為者を救済することにほかならない。

(ｴ) 商標法５３条の要件のうち，「他人の業務に係る商品と混同を生ずるもの

をしたとき」とは，当該他人の業務の適否にかかわらず「混同が生じさえすれば足



りる」と解すべきではなく，専用使用権者が「適法な第三者（他人）の法益を侵害

して」（違法に）出所の混同を生じさせることを必要とすると解すべきである。

そして，当該商標の使用行為が，元々適法な商標使用の継続である場合には，後

に出所の混同を生じさせた商標使用者の出現により，当該商標登録が商標法５３条

により取り消されることはないと解すべきであり，このように解さなければ，使用

許諾制度の採用による弊害（使用権の存在を前提に他人の信用にただ乗りしようと

する使用権者の行為）を是正し，正当に使用された未登録周知商標に化体した業務

上の信用という法益を守ることにより，ひいては商標流通秩序の維持を図ろうとし

た同条の立法趣旨に反することになることは明白だからである。

原告は，ブリッド社の承諾を得て標章「ＢＲＩＤＥ」の使用を正当に承継した者

であり，その後，宮田工業の所有する本件商標権の存在を知り，標章「ＢＲＩＤ

Ｅ」の継続使用行為が本件商標権を侵害することを回避するために，本件商標権に

ついて使用権の設定を受け従前同様に標章「ＢＲＩＤＥ」の使用を継続したもので

あって，それは，他人の信用にただ乗りする行為ではなく適法であることはいうま

でもない。

この場合，違法な商標使用者（被告）が存在し，仮にそれと出所の混同が生じた

としても，使用権者である原告の行為は（第三者の法益を侵害して）「違法に」出

所の混同を生じさせたものではないから，商標法５３条の「他人の業務に係る商品

と混同を生ずるものをしたとき」に該当しないというべきである。

(ｵ) したがって，商標法５３条１項に係る被告の主張は理由がない。

(2) 乙事件について

ア 争点アについて

（被告の主張）

(ｱ) 周知性について

ａ 前記(1)ア（被告の主張）で述べたとおり，本件各標章は，本件登録商

標の出願時（昭和６３年７月７日）には，すでに「ブリッドＣｏ」の屋号で事業を



行っていたＢのスポーツシートを表示するものとして需要者の間に広く認識され，

商標法３２条１項の周知性を具備していた。当時は，ＢＲＩＤＥシートのパンフレ

ットや広告・宣伝にはその業務主体として「ブリッドＣｏ」の名称を用いていた。

その後，平成元年に設立された被告は，「ブリッドＣｏ」のスポーツシートの事

業を承継し，パンフレットや広告・宣伝にはその業務主体として被告の社名又は

「ティーズコーポレーションブリッド事業部」という表示を行い，平成３年にはＢ

ＲＩＤＥシートの年間販売数は７６９３本，年間売上額は５億２８００万円になり，

スポーツシートの周知ブランドとして確立していたドイツのレカロ社の年間販売数

１万台と並ぶものになり，被告とレカロ社が圧倒的シェアを占める状況になった。

本件各標章は，被告が，Ｄ（トータス）と取引を開始する前において，既にレカ

ロブランドと並んで国内において被告のスポーツシートを表示するものとして，取

引者及び需要者に広く知られていたものであり，「ブリッド」といえば被告のブラ

ンドを意味した。周知ブランドは一般需要者にとってその営業主体が特定されてい

れば足り，その営業主体が具体的に誰であるかとか，その正式な社名まで認識され

ている必要はなく，「ブリッド」社といえば，それは周知表示の営業主体である被

告を表示するものであることは明らかである。

ｂ Ｄは，被告の下請け工場としてＢＲＩＤＥシートの製造を受託し，後に

ＢＲＩＤＥシートの全量を製造するようになり，また，ブリッド社を設立して法人

化しているが，そのことで，ＢＲＩＤＥシート事業の営業主体がブリッド社に移転

するものではない。

被告がブリッド社にＢＲＩＤＥシートの製造を委託した後においても，パンフレ

ットや広告・宣伝にはその業務主体として被告の社名又は「ティーズコーポレーシ

ョンブリッド事業部」とのみ表示されていた。商品取扱説明書には，「製造元／株

式会社ブリッド」，「発売元／ティーズ株式会社」が小さく表示されているが，Ｂ

ＲＩＤＥシートの営業主体としては，住所や電話番号とともに「ティーズ株式会社

ブリッド事業部」が大きく表示され，被告がＢＲＩＤＥシート事業の主体であり，



その営業上の責任主体であることを表示していることに変わりはない。

平成５，６年には，Ｄが関与していないレース用のＢＲＩＤＥシートは，全日本

ジムカーナ選手権出場エントリー車中の装着率が６０％に達し，モータースポーツ

界においてナンバーワンブランドとなり，平成６年にはＢＲＩＤＥシートの売上げ

は年間１３億円を超え，Ｃが統括するティーズレーシングチームも年間総合チャン

ピオンになるなど，被告が営業するＢＲＩＤＥシートの事業は全国的なレベルで知

名度と周知性を有しており，その事業主体が被告であることは歴然としており，ブ

リッド社が設立されても，取引者及び需要者は，営業主体である被告が設立した会

社か被告のグループ会社であるとの認識しか持ち得ないことは明らかである。

ｃ なお，原告は，本件各標章はブリッド社のものであり，原告がブリッド

社の事業を承継したと主張する。

しかし，被告は，Ｄ又はブリッド社に対し，ＢＲＩＤＥシートの製造に必要不可

欠な部材・部品であるグラデーション生地，フランスのフォルシア社製輸入スライ

ダー及びリクライニング機構部品の全量を供給し，平成４年４月から平成６年１月

にかけて，Ｄに対し，ＢＲＩＤＥシートを製造するための１１点の金型費用として

１７４９万円，車検対応開発費として３７１０万円の合計５４５９万円を支払い，

平成６年以降は，ブリッド社からの仕入金額を従来は定価の４０％であったものを

５％増加して４５％として，ブリッド社が被告の専属工場として安定した経営と商

品供給ができるように実質的な資金提供を行った。

Ｂは，ブリッド社と業務提携を結ぶまでに，スポーツシートの開発及び量産に関

する手法を獲得し，これを被告に承継しており，こうしたスポーツシートの開発・

量産技術を基に，被告の従業員であるＣがブリッド社に技術的な指導，指示を行っ

た。Ｂが平成３年以前に合資会社三和商会（以下「三和商会」という。）を通じて

製造していたスポーツシートは，ＰＰバンド（ポリプロピレン製バンド）が用いら

れていたが，保安基準に合致し，需要者に支持されていた製品であった。

したがって，ブリッド社は，単に被告から製造委託を受けてＢＲＩＤＥシートの



製造を行った生産工場にすぎず，ブリッド社がその製造するスポーツシートに本件

各標章を付して使用したのは，被告からの委託に基づくものであった。被告とブリ

ッド社との取引関係が解消されて，ブリッド社が本件各標章に関して何ら使用権を

有しない以上，ブリッド社及び原告にとって，本件各標章が他人の商品等表示に当

たることは明らかである。

(ｲ) 原告は，本件各標章を使用してスポーツシートを製造販売し，しかも，被

告が創作して使用してきた「ＺＥＴＡ」，「ＡＲＴＩＳ」等のセカンドブランドの

すべてをそのまま僭称使用し，被告が蓄積した信用にただ乗りして市場を混乱させ

ており，原告によるＢＲＩＤＥシートの製造，販売は，被告の商品と混同を生じさ

せる行為に当たることは明らかである。

(ｳ) よって，被告は，原告に対し，不正競争防止法２条１項１号，３条１項に

基づき，原告製品の販売，展示等の差止めを求める。

（原告の主張）

本件各標章が被告の商品を表示するものとして周知性を有していたとの被告の主

張は否認する。

前記(1)イ（原告の主張）で述べたとおり，標章「ＢＲＩＤＥ」は，ブリッド社

の標章として周知性を獲得したものであり，被告が主張するように被告独自の標章

として周知性を獲得したものではない。そのブリッド社の事業を，生産設備，従業

員等と共に承継した原告こそ，正に「ＢＲＩＤＥ」ブランドを引き継ぎ，同標章を

使用する正当な権限を有するものである。

イ 争点イについて

（原告の主張）

(ｱ) 前記(1)イ（原告の主張）で述べたとおり，原告，ブリッド社及び被告の

関係は，一方（原告，ブリッド社）が他方（被告）の手足となって働くという，い

わば下請関係にあったものではなく，ブリッド社が主導する事業関係にあったもの

である。被告は，このような３社の関係が継続する中，ブリッド社の従業員（Ｊ，



Ｋ，Ｌ）を巧妙かつ悪質な方法で引き抜いて自社生産の準備を密かに進めた上，平

成１４年１２月にブリッド社に対し一方的に取引の中止を通告し，これによって被

告に対する即納体制を整えているブリッド社は１億円以上に上る膨大な在庫製品を

抱えたのである。

したがって，被告が，ブリッド社の事業を承継した原告に対し，不正競争防止法

２条１項１号，３条１項に基づき，原告製品の販売，展示等の差止めを求めること

は，権利の濫用として許されない。

(ｲ) 被告は，不正競争防止法２条１項に基づく差止請求に対して権利の濫用の

規定の適用はないと主張するが，同抗弁は民法１条３項によるものであり，いかな

る権利行使についてもその適用があることはいうまでもない。なお，平成５年法律

第４７号による改正前の旧不正競争防止法６条は，特許法，実用新案法，意匠法又

は商標法により権利の行使と認められる行為には不正競争行為の差止め等の規定を

適用しない旨を規定していたが，同改正により同規定が削除された際，今後は，不

正競争防止法に基づく権利行使と工業所有権に基づく権利行使との調整は，権利濫

用その他の一般法理により図られることとされた経緯がある。

（被告の主張）

(ｱ) 不正競争防止法２条１項に規定される行為は，不法行為を構成する不正競

争行為として類型的に限定列挙され（一般条項は存しない。），当該不正競争行為

に該当すると認められる場合は，同法１９条の適用除外がない限り直ちに違法性を

帯びるものであって，その違法行為に対して，営業上の利益を害される者からの差

止請求が認められている。同法２条１項１号に規定する商品等主体混同行為は，典

型的な不正競争行為として類型化され構成要件化されている行為であり，同号に該

当する行為の違法性はその構成要件の有無の判断において包括的に評価され尽くし

ているから，同号に基づく差止請求が権利濫用となり得ることを想定していないし，

実際上も権利濫用にはなり得ない（信用化体のない未使用標章や未使用商標権が，

しばしば濫用的に出願されたり権利移転されたりする場合とは異なる。）。



原告が主張する共同事業関係に関する経緯についても，被告の行為が商品等主体

混同行為に該当するか否かの判断において既に考慮されている事情であり，原告主

張の権利濫用を基礎付ける事実にはならない。

(ｲ) また，既に述べたように，原告と被告の間に原告主張の共同事業関係が形

成された事実はないし，原告が主張するような共同事業関係の解消の経緯は存しな

い。

被告とブリッド社とのＢＲＩＤＥシートの製造委託関係が解消されたのは，次の

経緯による。

すなわち，ＢＲＩＤＥシートの売上げが，平成７年以降，景気後退や価格競争の

激化によって減少し，平成１４年には最盛期の半分以下（５億７０００万円）まで

に落ち込んでいたところ，ブリッド社のＤは，販売不振の原因が被告にあると非難

するばかりで，Ｃからの新商品開発の指示に従わず，ＢＲＩＤＥシートの製造業者

としての意欲を喪失しており，被告は，Ｄのこうした態度に危機感を抱き，やむを

得ず自ら新商品の試作品を作らざるを得なくなった。

被告は，平成１５年２月に，ブリッド社に対するシートレールの発注を同年５月

をもって中止する旨通告し，シートレールの製造委託先を有限会社シーテック（以

下「シーテック社」という。）に変更することにしたが，これは，ブリッド社にお

いて平成１３年を最後に新製品を開発しなかった以上，必要かつ当然の措置である。

ＢＲＩＤＥシート本体については，被告がブリッド社に対して平成１５年６月まで

従来どおり継続して発注し，被告からはその発注に基づいて納品されていたもので

ある。

被告がブリッド社に対し従来どおりＢＲＩＤＥシートの発注を行い，ブリッド社

がその製造を行っていた最中に，原告は，被告がシートレールのみ別工場での製造

に着手したことに乗じて，ブリッドブランドを不正に奪取しようと企図し，被告に

秘して，ブリッド社との間でＢＲＩＤＥシートの販売を行う密約を行った。ブリッ

ド社が行うＢＲＩＤＥシートの製造は，被告のＢＲＩＤＥシート事業として依頼を



受けて行われていたものであり，被告の承諾なくＢＲＩＤＥシートを横流しするこ

とは許されず，この時点で，ブリッド社の契約違反及び背信行為は明らかである。

ブリッド社は，被告による平成１５年６月２８日付けの製造発注に対し，同年７

月４日にＢＲＩＤＥシートを納品したが，同月１８日付け書面により，突然，本件

商標権に基づく本件各標章の使用禁止を警告し，原告とブリッド社連名による業務

提携の通知書面を顧客等に頒布したことから，原告が被告からＢＲＩＤＥシート事

業を乗っ取る計画が明らかになり，これをもって，被告とブリッド社の取引は実質

的に解消された。

(ｳ) 以上のとおり，原告は，すでに被告の製品を表示するものとして周知とな

った本件各標章及びそのＢＲＩＤＥシート事業を被告から乗っ取る目的の下に，被

告とブリッド社との継続的取引関係を解消せしめた上，その手段として本件商標権

の専用使用権を取得したきわめて違法性の高い謀略行為を行ったものである。

被告が，原告に対して，不正競争防止法２条１項１号に基づく差止請求権を行使

することは，正に被告の周知表示である本件各標章とＢＲＩＤＥシート事業を保護

するための正当なものであって，それが権利濫用と評価される事情は一切ないとい

うべきである。

ウ 争点ウについて

（原告の主張）

原告がスポーツシートに本件各標章を使用することは，宮田工業から本件商標権

の専用使用権の設定を受けたことに基づくもので，正当な行為である。

（被告の主張）

(ｱ) 平成５年法律第４７号による改正前の旧不正競争防止法６条は，特許法，

実用新案法，意匠法又は商標法により権利の行使と認められる行為には不正競争行

為の差止め等の規定を適用しない旨を定めていたが，混同行為者側からの同条に基

づく抗弁を権利濫用論によって排斥する裁判例が相次いだため，同改正により同条

は削除されており，現行の不正競争防止法の下では，商標権の行使は抗弁となり得



ないので，原告の主張は主張自体失当である。

仮に，不正競争防止法に基づく請求に対して商標権の行使が抗弁となり得るとし

ても，商標権の権利行使とは登録商標と同一の商標を使用する権利であって，その

類似商標を使用する権利ではないところ，原告が使用しているのは，本件登録商標

と類似する本件各標章（本件登録商標と同一ではない。）であるから，本件各標章

の使用は本件商標権の通常使用権の許諾又は専用使用権の設定に基づくものである

との原告の抗弁は理由がない。

(ｲ) また，原告が本件商標権の通常使用権の許諾又は専用使用権の設定に基づ

くものであると主張することは，前記(1)イ（被告の主張）で述べたとおり，権利

の濫用として許されない。

第３ 争点に対する判断

１ 甲事件について

(1) 争点アについて

ア 商標法３２条１項は，他人の商標登録出願前から日本国内において不正競

争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類

似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしてい

た結果，その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表

示するものとして需要者の間に広く認識されているときは，その者は，継続してそ

の商品又は役務についてその商標の使用をする場合は，その商品又は役務について

その商標の使用をする権利を有する旨を定める。

商標法３２条１項の「需要者の間に広く認識されている」との周知性の要件につ

いては，商標登録の障害事由を定める同法４条１項１０号にも同様の文言の規定が

あるところ，同法３２条１項所定の先使用権の制度の趣旨は，識別性を備えるに至

った商標の先使用者による使用状態を保護することにあり，しかも，これにより使

用する権利が認められるのは，商標登録出願前に使用していた商標と同一の構成で

あって，かつ，これが使用される商品も同一である場合に限られ，登録商標権者又



は専用使用権者の指定商品全般についての独占的使用権がその限度で制限されるに

すぎないこと，仮に，先使用者の当該商標の使用が許されなくなれば，先使用者の

受ける不利益は著しいものとなることにかんがみると，同法３２条１項の「需要者

の間に広く認識されている」との周知性の要件は，同法４条１項１０号のそれと同

一に解釈する必要はなく，同号の周知性の要件よりも緩やかに解し，取引の実情に

応じ，具体的に判断するのが相当というべきである。

本件登録商標は，昭和６３年７月７日に出願されたものであるから，その時点に

おいて，本件各標章がＢの業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の

間に広く認識されていたか否かが問題となる。

イ 前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認

められる。

(ｱ) ＢＲＩＤＥシート事業の開始について（乙４，１３，１４の１，９４，９

６，被告代表者）

Ｂは，昭和５６年，「ブリッドＣｏ」の屋号を用いて，スポーツカーなどに設置

される自動車用シートの製造・販売事業を開始し，その製品には標章「ＢＲＩＤ

Ｅ」を付していた。Ｂが，「ブリッド」という屋号を用いることにしたのは，昭和

４３年に公開されたスティーブ・マックイーン主演の映画「ブリット（ＢＵＬＬＩ

ＴＴ）」（サンフランシスコの坂道でのスポーツカーの追跡シーンが有名）等にヒ

ントを得て命名したものであった。

Ｂは，昭和５６年に，国産初の自動車用リクライニングシート「ブリッドＧＴ」

を開発し，その製造を三和商会に依頼して，これを販売するようになり，年間販売

数は１０００脚以上になった。なお，当時，自動車用シートは高価な輸入品が主流

であり，国産のものは「マジョルカ社」，「エバ社」の製品が売られていたが販売

数は多くなかった。

Ｂは，昭和５７年に，リクライニングシートの第２号商品「ブリッドＥＸ」を開

発して販売するようになった。



(ｲ) 標章「ＢＲＩＤＥ」の使用について（乙４，７，８の１～４，９の１～７，

１３，１４の１，３２，７２，７３）

Ｂは，昭和５８年，「ＢＲＩＤＥ」の統一したロゴマークを作成するため，株式

会社鉄谷写真事務所に委託して，英文字「ＢＲＩＤＥ」をデザインした本件標章１

を作成・発表した。

その後，Ｂは，背部分や座席部分に縦方向に本件標章１を複数配置したり，ヘッ

ドレスト部分に本件標章１を付した自動車用シートを製造し，これを販売するよう

になった。

Ｂは，その後，納品書に本件標章１を印刷又は押印して使用し，昭和６２～６３

年ころに作成したパンフレットに，本件標章１や別紙「商標目録（被告側）」記載

３の標章を付した自動車用シートを掲載し，封筒には本件標章１を付して使用して

いた。

(ｳ) 新商品の開発について（甲７，乙４，９の５，１４の１，３２，３４《枝

番号を含む。》，７０，７１，９４，９６，被告代表者）

Ｂは，昭和６１年，自動車用フルバケットシートを開発し，その製造を梅村ＦＲ

Ｐに依頼し，組立加工及びシートカバーの製作を三和商会に依頼して，これを販売

するようになり，そのころから昭和６３年ころにかけて，「ブリッドＰＲＯ」，

「ブリッドＵＮＩ」，「ブリッドＣＡＭ」，「ブリッドＮＯＶＡ」，「ブリッドＰ

ＲＯＳ」等の各種商品を製造，販売するようになった。

(ｴ) Ｆとのスポンサー契約について

Ｂは，昭和６１年ころにＦと出会い，昭和６２年にスポンサー契約を締結し，現

在に至るまでＦからスポーツシートに関する技術的アドバイスを受けている。なお，

Ｆは，昭和５２年に富士フレッシュマンレースにおいてレースデビューしたレーシ

ングドライバーであり，昭和５８年にスターレットカップでシリーズチャンピオン

を獲得し，昭和５９年に富士フレッシュマンレースにおいて６連勝し，ドリフト走

行を多用するドライビングスタイルから「ドリキン」（ドリフトキングの略）の名



で親しまれていた（甲３３，乙１４の２，３７の１～９，８３の１・２，１１０，

被告代表者）。

Ｆについては，昭和６２年に発行された「カービデオマガジン」（株式会社学習

研究社制作）に「ドリキンＦのドラテク講座」と題するビデオ記事が掲載され（乙

３７の９），本件登録商標の出願後であるが，Ｆが執筆した書籍として昭和６３年

１０月発行の「無敵のドリフト・テクニック」（株式会社講談社発行。乙３７の

２），及び平成元年９月発行の「続・無敵のドリフトテクニック」（同社発行。乙

３７の３）が出版され，昭和６３年９月，昭和６４年（平成元年）１，２月各発行

の「ベストモータリング」（同社発行。乙３７の４～６）ではＦのドライビングテ

クニックが紹介され，平成２年６月発行の「ドライバー」（株式会社八重洲出版

《以下「八重洲出版」という。》発行。乙３７の７）では「Ｆ物語」という題名で

Ｆに関する特集記事が掲載され，昭和６４年１月発行のビデオ「ＯＰＴＩＯＮ」

（株式会社三栄書房《以下「三栄書房」という。》発行。乙３７の８）ではＦに関

する映像が掲載された。

上記の「続・無敵のドリフトテクニック」においては，Ｆが「ブリッド」に依頼

して特注のシートを制作してもらっていることが記載され，ＢＲＩＤＥシートの写

真が掲載され，昭和６３年１１月発行の「ＣＡＲＢＯＹ」（八重洲出版発行。乙１

４の２）において，「Ｆ親衛隊」の１人としてＢが紹介され，「シートはブリッ

ド」などと紹介する記事も掲載された。

「Ｆの熱血レース道！」と題するＤＶＤ（株式会社マジカル発行。乙８３の１・

２）においても，Ｆが昭和５５年ころからレーシングドライバーとして各種のレー

スに出場して活躍していたことが収録されている。

(ｵ) 雑誌の掲載状況について

ａ 月刊誌「ＯＰＴＩＯＮ」（三栄書房発行）について

Ｂは，「ＯＰＴＩＯＮ」の昭和６１年５月号，昭和６２年４～９月号にＢＲＩＤ

Ｅシートの広告を掲載し，また，昭和６１年６，７，９月号，昭和６２年１，１１



月号，同年５月臨時増刊号，昭和６３年３月号，昭和６０，６１，６３年の各２月

発行のＯＰＴＩＯＮ別冊又は臨時増刊号として発行された「エキサイティングパー

ツマニュアル」には，ＢＲＩＤＥシートの紹介記事が掲載された（乙１７の２，乙

１７の２６～３７，乙３４の２，４，５，乙８０の７の４・７）。これらの雑誌の

上記掲載記事の主な内容は，昭和６１年６月号（乙１７の２７）では「ブリッドＰ

ＲＯシート」が写真と共に「このＰＲＯシートは，フルバケットの高いサイドサポ

ート性，ホールド感をそのままに，適度なクッションと細かいリクライニング機構

（２６段階）の採用，また高級感のある素材とデザインにより，ハイソカーにもフ

ィットしてくれるはず」などと紹介され，同年７月号（乙１７の２８）では，「バ

ケットがここにきて急に出はじめています。ブランドはオートピスタ，レカロ，ブ

リッドなど，たいていの人は４点式ベルトも一緒に買いますね。」などと販売店の

ＢＲＩＤＥシートに関するコメントが紹介され（なお，「オートピスタ」はブリジ

ストンスポーツ株式会社の自動車用シートのブランドであり，「レカロ」はドイツ

のレカロ社のブランドである。），昭和６２年５月臨時増刊号では，「'８６エキ

サイティング・カー・ショーのグランプリカー，ＥＯＳ ｔｏｄａｙにも装着され

ていたブリッドのバケットシート。これ，高性能＆デザイン重視，しかも低価格と

いうコンセプトで，注目もののシートだよ。」とＢＲＩＤＥシートが写真と共に紹

介された（乙１７の３１）。

なお，月刊誌「ＯＰＴＩＯＮ」は，自動車のチューニングをテーマとするもので

あり，昭和６０，６２年の発行部数は，それぞれ約２８万部，約３８万部であり

（乙６５の４・５），昭和６２年の「名古屋パフォーマンス・カー・ショー」にお

ける「いつもごらんになっている雑誌は？」とのアンケートの結果（四輪部門）で

は，１９～２２歳で８位，２３～３０歳で６位，３１～４０歳で１０位であり（乙

１２の３），昭和６３年の同アンケート結果では，１５歳以下で７位，１６～１８

歳で５位，１９～２２歳で２位，２３～３０歳で４位，４１歳以上で９位である

（乙１２の４）。



ｂ そのほかの雑誌について

昭和５８年１２月発行の「モーターファン別冊 '８４一流オート用品カタロ

グ」（三栄書房発行），昭和５８，６０年の各４月発行の「カーアクセサリーガイ

ド」（株式会社自動車産業通信社発行），昭和６２年４月発行の「ＦＲＥＥ ＲＯ

ＡＤ」（株式会社プロジェクトエイト発行）にも，ＢＲＩＤＥシートの記事が紹介

された（乙１４の１，３４の１・３）。

そのほか，ＢＲＩＤＥシートの広告は，昭和５８～６１年の各４月発行の「カー

アクセサリーガイド」（乙８０の１の１～４），昭和６０～６３年の各２月発行の

「エキサイティングパーツマニュアル」（乙８０の２の１～４），昭和６１年１１

月及び昭和６３年４月発行の「ＦＲＥＥ ＲＯＡＤ」（乙８０の３の１・３），昭

和６２年７～１２月，昭和６３年１～７月発行の「オートスポーツ」（三栄書房発

行）（乙８０の４の１～１２），昭和５９年６月発行の「モーターマガジン」（モ

ーターマガジン社発行）（乙８０の５），昭和６２年７，８，１２月，昭和６３年

１～６月発行の「ＣＡＲＢＯＹ」（八重洲出版発行）（乙８０の６の２～１０）に

掲載された。

(ｶ) モーターショーへの出展について

Ｂは，昭和６２年１月２４，２５日及び昭和６３年１月２９～３１日に名古屋市

国際展示場で開催された「名古屋パフォーマンス・カー・ショー」（昭和６２年の

総入場者数１２万１２３１人，昭和６３年の総入場者数１３万５２２８人）におい

て，ＢＲＩＤＥシートを出展した（乙１２の１～４，乙８０の３の２・４）。昭和

６２年４月発行の「ＦＲＥＥ ＲＯＡＤ」は，Ｂの昭和６２年の同出展に関して，

「常にベストなドライビング・ポジションをユーザーに提供してくれるバケットシ

ート・メーカーのブリッド」と紹介記事を掲載している（乙１４の１）。

Ｂは，昭和６３年１月８～１０日に東京国際貿易センターで開催された「東京オ

ートサロン」（総入場者数１３万８９１０人）において，有限会社エー・アール・

シーを介して，ＢＲＩＤＥシートを出展した（乙１０の１～５，乙１１の１）。



(ｷ) 売上額について

Ｂの昭和６２年３～１２月の売上額は，約１億６３００万円（１か月当たり約１

６３０万円），昭和６３年１～１２月の売上額は，約２億６０００万円（１か月当

たり約２１７０万円）であり，その大部分がＢＲＩＤＥシートに係る売上げであっ

た（乙３５，３６）。

ウ なお，原告は，Ｂの売上額を裏付けるものとして提出する売上台帳（乙３

５，３６）には，売上金額と販売相手先のみが記載されているにすぎず，ＢＲＩＤ

Ｅシートと売上げとの関係は全く明らかではないし，納品書・請求書（乙８の１～

４，９の１～４，１０の１～３）は，わずか数枚でしかなく，細々と販売していた

といわざるを得ないと主張する。

しかし，Ｂの昭和６２，６３年当時の売上げを記帳した売上台帳（乙３５，３

６）の正確性を疑わせる証拠はないし，また，Ｂが当時ＢＲＩＤＥシート以外の商

品を大量に販売していたことを認めるに足りる証拠もない。また，当時，Ｂから依

頼を受けてリクライニングシートを製造していた三和商会の代表者の陳述書（乙９

４）によれば，昭和５６，５７年当時，リクライニングシートの定価が４万９５０

０円であり，１機種のみで年間１０００脚以上販売していたことが認められ，これ

によれば，Ｂの昭和５６，５７年当時の売上げは，１機種のみで年間４９５０万円

以上となり，上記認定の昭和６２，６３年当時の売上額は，何ら不自然なものとは

いえない（なお，Ａは，陳述書《甲３８》において，三和商会の代表者が述べるＢ

ＲＩＤＥシートの販売数量が正確性に欠ける旨述べているが，Ａが述べる内容は，

具体的な裏付けに基づくものではなく，「平成３年のシート生産，販売本数報告

書」及びこれに添付された三和商会の納品書等《乙１０４》により認められるＢＲ

ＩＤＥシートの販売数量とも齟齬するものであるから，採用することはできな

い。）。したがって，ＢのＢＲＩＤＥシートに係る売上額は，上記イ(ｷ)のとおり

認定できる。

エ 以上に認定したＢによる本件各標章を付したＢＲＩＤＥシートの販売態様，



販売額，自動車関連の雑誌の広告宣伝及び掲載記事，展示会への出展，Ｆとのスポ

ンサー契約及びＦを通じてのＢＲＩＤＥシートの宣伝状況等に照らせば，Ｂは，本

件登録商標の出願日である昭和６３年７月７日以前から日本国内において不正競争

の目的でなくスポーツシートについて本件登録商標に類似する本件各標章の使用を

していた結果，本件登録商標の出願の際現に本件各標章がＢの業務に係る商品を表

示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めるのが相当である。

そうすると，Ｂの事業を承継し，本件各標章を継続してスポーツシートに使用し

てきた被告は，商標法３２条１項により，スポーツシートに本件各標章を使用する

権利を有するものと認められる。

なお，原告は，遅くとも平成６年８月２５日にブリッド社が設立されて以降，Ｂ

ＲＩＤＥシートは，ブリッド社を中心とする３社の共同事業において，製造元であ

るブリッド社の標章として周知となっていたものであり，この間，被告について先

使用権を認めるに足りる被告単独での標章「ＢＲＩＤＥ」の使用は継続されていな

いと主張するが，後記認定のとおり，標章「ＢＲＩＤＥ」は被告の業務に係る自動

車用シートを表示するものとして継続して使用されていたことが認められるから，

原告の主張は理由がない。

したがって，本件商標権の専用使用権に基づいて被告製品の差止め等及び被告製

品等の廃棄を求める原告の請求は理由がない。

(2) 争点イについて

上記のとおり，被告は商標法３２条１項の先使用権に基づいてスポーツシートに

本件各標章を使用する権利を有するものというべきであるが，念のため，争点イに

ついても検討を加える。

ア 前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認

められる。

(ｱ) 平成３年ころまでの経緯（甲７，８の１，３２，３８，乙１０，１３，３

６，４１の１～４，６４の１，７７，９４，１０５，証人Ｃ，原告代表者，被告代



表者）

ａ Ｂは，平成元年５月３０日，被告を設立して代表取締役に就任し，「ブ

リッドＣｏ」の屋号で行っていた標章「ＢＲＩＤＥ」を付したスポーツシートの事

業を，被告に承継させた。

被告は，そのころ，自動車用リクライニングシートの製造を三和商会に依頼し，

同フルバケットシートの製造を梅村ＦＲＰ及びエムグラス（ただし，組立加工及び

シートカバーの製作は三和商会）に依頼し，シートレールについては，フランスの

フォルシア社から輸入し，これを下請会社であるマーレ，堀田溶接，ジーエスアー

ルに供給してその組立製造を行わせていた。

なお，三和商会は，家具や二輪自動車のシートの製造メーカーであり，当時のリ

クライニングシートは，外縁のパイプフレームの間を幅５㎝のＰＰバンドが横方向

に６本，縦方向に１本を，それぞれ業務用ホッチキスで固定した構造のものと，Ｐ

Ｐバンドを使用せず外縁のパイプフレームの間に縦方向及び横方向のパイプフレー

ムを付加した構造のものがあり，リクライニング機構は片支持（背もたれの傾斜角

度が左右の一方のみで固定されるもの）であったが，強度に問題があるといった苦

情が出たことはなかった。

被告は，平成元年ころ，有限会社大羽デザインスタジオ（以下「大羽デザイン」

という。）に依頼して，別紙「商標目録（被告側）」記載１の標章を作成し，ＢＲ

ＩＤＥシートのカタログ等に用いるようになった。

ｂ Ａは，平成元年初めころ，ケンテック社に入社し，スポーツシートやチ

ャイルドシートの販売業務を行うようになった。ケンテック社は，スポーツシート

をレールアダプターと共に池田物産株式会社（現在の商号は「ジョンソンコントロ

ールズオートモーティブシステムズ株式会社」）から納入を受けて，スポーツシー

トを販売していたが，平成２年初めころ，トータスの屋号で自動車部品の製造等の

事業を行っていたＤに対し，レールアダプター等の生産を委託するようになった。

Ａは，Ｄと共に，車検に必要な保安基準を満たすように，自動車用シートを設計，



開発し，中部運輸局に対して申請手続を行った上，ケンテック社の自動車用シート

を車検に対応したものとして販売するようになった。当時，国内及び海外の業者の

自動車用シートは，いずれも車検に必要な保安基準を満たしておらず，同保安基準

を満たしていたのはケンテック社製の自動車用シートのみであった。

ｃ ケンテック社は，被告に対し，自社のスポーツシートに標章「ＢＲＩＤ

Ｅ」を付した商品「ＢＡＳＩＳ」を納入するようになったが，その販売台数は１か

月に５～２０台程度にとどまった。

(ｲ) ＢとＤが業務提携するようになった経緯及びその業務提携の内容（甲８の

２，９～１３，１６，１９，２１の１～９，２２の１～１６，２６の１～３，３２，

３４～３８，乙３～５，１３，１７の５９，３８の１～４，４２～４６，５０，６

１，６７の１・２，７４～７６，８６～８９，９６《以上の書証のうち，枝番号の

あるものは枝番号を含む。》，証人Ｃ，証人Ｇ，原告代表者，被告代表者）

ａ Ｂは，平成３年ころ，ＢＲＩＤＥシートの需要が増加し，三和商会の製

造能力では賄いきれなくなったことや，ケンテック社製品のように車検対応の自動

車用シートの開発を目指すため，ケンテック社の元代表取締役であったＯを通じて

Ｄを紹介してもらい，Ｄに対し，ＢＲＩＤＥシートの製造を依頼することにした。

被告は，従前はリクライニングシートの生産を三和商会に依頼していたが，平成

４年からは，すべてのリクライニングシートの製造をＤに依頼するようになり，Ｄ

は，被告の製品のみを製造するようになった。

このころから，ＢとＤは，製造，販売する自動車用シートが，車検を受けること

ができるように，中部運輸局に対して，製造者をＤ（トータス），販売者を被告名

義として必要な申請手続を行った。

株式会社ムサシ（以下「ムサシ社」という。代表取締役はＨ）は，このころから，

被告からＢＲＩＤＥシートを仕入れて販売するようになった。

ｂ Ｂは，平成６年４，５月ころ，Ｄに対し，上記のＢＲＩＤＥシートの製

造協力関係をより強固にするなどの目的で，名称を「ブリッド」とする会社を設立



することを勧め，Ｄは，平成６年８月２５日，自動車用椅子の製造販売等を目的と

するブリッド社を設立した。

被告は，このころから，ブリッド社に対し，それまで製造を依頼していたリクラ

イニングシートに加え，すべてのフルバケットシートについても製造を依頼するよ

うになった。

平成７年に，ＢＲＩＤＥシートの「ＺＥＴＡ」は，ＦＩＡ（Federation Interna

tionale de I'Automobile。国際自動車連盟）が定めたレース用自動車の規格を満

たし，ＦＩＡからその認定を受けた（以下，この認定を受けたものを「ＦＩＡ公

認」という。）。

被告とブリッド社は，ＢＲＩＤＥシートの車検対応化を進め，最初に車検対応の

ＢＲＩＤＥシートを発表した平成６年１月ころは，３００種類を超えるＢＲＩＤＥ

シートのうちの３種類，５００車種を超えるシートレールのうち２５車種しか車検

対応になっていなかったが，同年８月には，リクライニングシート用のシートレー

ルのうち１００車種，フルバケットシート用のシートレールのうち２５車種につい

て車検対応にし，平成８年には，すべてのＢＲＩＤＥシート（ただし，ＦＩＡ公認

のもののうち「ＧＡＲＤＩＳ」等のレース専用モデルを除く。）が車検対応になっ

た。

ｃ 被告がＢＲＩＤＥシート事業のために果たした役割は次のとおりである。

(a) 被告は，三和商会からの仕入価格が小売価格の４０％であったが，ブリ

ッド社に対しては，仕入価格として小売価格の４５％又は５０％を支払い，小売価

格の５０％で仕入れる場合はブリッド社が雑誌による広告宣伝費を負担し，小売価

格の４５％で仕入れる場合は被告が同費用を負担するとの取決めがされた。被告が，

ブリッド社に対して支払った仕入金額の上乗せ分（小売金額の５％として算出）は，

ブリッド社との業務提携が解消するまでの約９年間で合計６億円を超える。

(b) 被告は，Ｄ（トータス）に対し，平成４年４月分として「デバイスノ

ブ」，「ベルトカバー」，「デバイスカバー」及び「レバー」の金型代合計４９５



万円，平成５年９月分として「ノブ中」，「ノブ小」，「ベルトカバー」，「ヘッ

ドレスガイド」，「グロメット」及び「レバー」の金型代合計９６０万円，平成５

年１０月分として「リクライニングシート開発車検対応」の費用９５５万円，同年

１２月２０日分として「フルバケット車検対応」の費用９５５万円，平成６年１月

分として「Ｖタイプ，Ｓタイプ・ライザー開発車検対応」の費用１８００万円，合

計５１６５万円（消費税別）をそれぞれ支払った。

(c) 被告は，名古屋市ａ区ｂ町のｃ番地及びｄ番地所在の工場を賃借し，Ｂ

ＲＩＤＥシートの部品製造，組立て等のために使用していたが，ブリッド社に対し，

同工場を転貸するとともに，同工場内に設置されていた機械５点を帳簿価格で譲渡

し，ブリッド社は，同工場及び機械を使用して，ＢＲＩＤＥシートを製造するよう

になった。

(d) 被告は，ブリッド社に対し，リクライニングシートの製造を委託するに

際し，被告が調達したリクライニング機構の部品やフランスのフォルシア社製のシ

ートレールを供給した。なお，フォルシア社製のシートレールは，レカロ社から特

許権侵害である旨の警告を受けたため，ブリッド社が金型費用を負担して追加部品

を製作し，それを加工して完成品にする必要があった。

被告は，本件標章１が織り込まれたグラデーション生地を，徳菱株式会社に製作

させて，これをブリッド社に供給した（乙４７の１）。

(e) 被告は，ＢＲＩＤＥシート事業のために，広告宣伝費として，平成１～

４年に年間７９５万～４７３７万円，平成５～１１年に年間９０２８万～１億２６

０５万円，平成１２～１４年に年間４２１６万～７１１７万円の支出をした。

(f) 被告は，ＢＲＩＤＥシート普及のため，平成元年から「ティーズレーシ

ングチーム」という名称で鈴鹿サーキットでのレースに参戦し，平成６年には，鈴

鹿フレッシュマントロフィーレースのＮ２クラスで年間総合優勝した。優勝したレ

ーシングカー「ＲＭ－１７ ティーズＷＯＲＫシルビア」は，平成１８年，株式会

社タカラトミーから，ミニカー（車体に本件標章１及び別紙「商標目録（被告



側）」記載１の標章が表示されている。）として発売された。

被告は，自動車レース（スプリント，ＧＴ，ジムカーナ，ダートトライアル等）

のドライバーにＢＲＩＤＥシートを無償で提供するなどしてその普及に努め，全日

本ジムカーナ選手権においては，平成５年第７戦のＢＲＩＤＥシートの装着率が５

７％，平成６年第３戦の同装着率が６０．２７％となった。

ｄ Ｄ及びブリッド社がＢＲＩＤＥシート事業のために果たした役割は次の

とおりである。

(a) Ｄは，平成５年から平成６年にかけて，リクライニングシート５種類，

フルバケットシート６種類を開発し，平成５年ころまでに，数百種類の自動車フロ

アーを測定し，レールアダプターの量産に必要な治具を製作した。それまでＰＰバ

ンドを用いて製造していた部分は，金属フレームに置き換え，リクライニング機構

は両側タイプに置き換えられた。

Ｄ又はブリッド社は，平成４～１５年の間に，テクノ螺子工業株式会社（現在の

商号は「ＦＣＯ株式会社」）に対し，プレス金型及び曲げ加工型等の製造を依頼し，

合計５１４２万円を負担した。

Ｄ又はブリッド社は，平成５年１月～同１４年１２月の間に，アルナ株式会社に

対し，ＦＲＰシートの成形型の製造を依頼し，少なくとも合計４１２０万円を負担

した。

(b) ブリッド社は，ＦＩＡ規格をクリアするために，１０種類以上のフルバ

ケットシートのテストをフランスで行ったほか，広告宣伝費，販促費，ドライバー

報酬手当，試験研究費（自動車レース出場費用を含む。），車検対応費，取扱説明

書の印刷費用等として，毎年数千万円を支出し，その中には，ＢＲＩＤＥシート事

業に結びつかないＤの私的な費用が一部含まれていたものの，ブリッド社が支出し

たこれらの費用はＢＲＩＤＥシートの販売拡大に貢献した。

ｅ Ｂ及び被告と，Ｄ及びブリッド社による製品開発の役割

被告は，Ｂと三和商会との間でＢＲＩＤＥシートを開発，量産してきた手法を引



き継ぎ，平成元年に被告に入社したＣが，ＢＲＩＤＥシートの商品開発を担当した。

Ｃは，Ｄに対し，スケッチを示すなどして新商品の構想を伝え，Ｄが試作したス

ポーツシートを車に実装してテストをした上で新商品の構造，形状等が決定された。

Ｃは，レース用のスポーツシートを開発する場合は，ＢＲＩＤＥシートを使用して

いるレーサーからの希望，コメント，アドバイス等を入手し，これを基にＤと新商

品開発の打ち合わせをした。

Ｄは，新商品開発の際，Ｃと共に，スポーツシートの構造，形状，強度等に関す

る技術的なアドバイスを行ったほか，新商品を量産化するために必要な金型，治具

等を，図面を作成した上自社又は外注により製造し，車検対応に必要な要件を満た

すスポーツシートの量産化体制を整え，被告からの個別発注に応じて，これらを製

造して納品した。

(ｳ) 平成１４年中旬ころまでのＢＲＩＤＥシートの販売状況

ａ 販売方法（乙７５）

消費者がＢＲＩＤＥシートを購入する場合，通常は，カーショップでＢＲＩＤＥ

シートを注文し，カーショップは受注した商品を被告の代理店を通じて被告に注文

する。被告は，受注した商品の製造をブリッド社に個別に発注し，カーショップは，

製造された商品の納入を受けて，これを消費者に販売する。

ｂ 雑誌広告，取扱説明書，ＢＲＩＤＥシートに使用された標章（甲１４，

３７《枝番号を含む。》，３８，乙６４の２）

(a) 被告は，平成６年ころ，大羽デザインに依頼して，別紙「商標目録（被

告側）」記載２の標章を作成し，ＢＲＩＤＥシートのカタログ等に用いるようにな

った。

(b) ＢＲＩＤＥシートの雑誌広告（平成６年１月～平成８年１２月。甲３７

《枝番号を含む。》）においては，「車検対応宣言」，「ドライビングシートはす

べて厳しい保安基準をクリアし安全性能も高めた車検対応モデル。」，「ブリッド

の全モデルが車検対応に進化しました。１９９５年４月２０日より全モデルが車検



対応となります。」，などと，車検対応であることが強調されていた。同雑誌広告

においては，別紙「商標目録（被告側）」記載１の標章（被告が平成１４年７月３

日に商標登録を出願し，平成１５年４月１１日に登録されたもの。乙１９の２）と

ともに被告の社名，住所，電話及びＦＡＸ番号が記載されていた。また，同雑誌広

告において，「ブリッド」という文言は，「最強のドライビングシート，その名は

ブリッドです。」などとＢＲＩＤＥシート自体を指す意味に用いられることが多く，

「ブリッド製ドライビングシートをお選びください。」と製造元を示す意味で用い

られることもあったが，ブリッド社の社名（株式会社ブリッド），住所，電話番号

等の記載はなかった。

(c) 平成１４年３月１日発行の「ブリッド製全モデル シート＆シートレー

ルの取扱説明書」には，「製造元／株式会社ブリッド」，「発売元／ティーズ株式

会社」，「商品に関するお問い合わせ先／ティーズ株式会社ブリッド事業部」と記

載されていた。

(d) 車検対応であることを表示するシールには，「製造元 ブリッド」，

「発売元 ティーズ・コーポレーション」と記載され，これをＢＲＩＤＥシートに

貼っていた。

ｃ ＢＲＩＤＥシートの売上額（乙１３，９６）

被告のＢＲＩＤＥシートの年間売上額は，平成元年度が約２億３３１５万円，平

成２年度が３億８６１５万円，平成３年度が５億２８７６万円，平成４年度が７億

０７５５万円，平成５年度が１１億３４６５万円，平成６年度が１３億５９９４万

円，平成７年度が１３億２４０２万円，平成８年度が１３億０８７１万円，平成９

年度が１１億４９８０万円，平成１０年度が１０億９１２９万円，平成１１年度が

９億８１５４万円，平成１２年度が８億７１２１万円，平成１３年度が７億６４０

３万円，平成１４年度が５億７０７２万円であった。

ｄ ＢＲＩＤＥシートのシェア（乙１５の１，１０４）

平成３年度のＢＲＩＤＥシートの販売数は７６９３台であり，スポーツシートの



トップブランドのレカロ社の年間販売数（Ａは陳述書《甲３８》において当時のレ

カロ社の販売数は約１万台であったと述べている。）と比較して，ＢＲＩＤＥシー

トのシェアはやや劣る程度であった。

「２００４年 カー用品トータルボリューム試算（２００２年度・実績縮刷

版）」（株式会社自動車産業通信社発行。乙１５の１）によれば，平成１４年度

（同年４月～平成１５年３月）のドライビングシートの市場規模（推定）は，総販

売数量２万８８００脚，総小売金額１８億６０００万円であり，上記ｃの平成１４

年度のＢＲＩＤＥシートの売上額から当時のシェアを算出すると約３０％となる。

ｅ ＢＲＩＤＥシートの売上げの低迷及びその後の経緯（甲２５，３２，乙

９６，９７，９９，原告代表者，被告代表者）

(a) ＢＲＩＤＥシートは，平成元年以降，毎年売上げが増加したものの，平

成７年ころから，バブル経済の崩壊や，台湾製品をはじめとする外国製品が氾濫し

たことなどの影響により，売上げが徐々に低下するようになった。

(b) Ａは，ケンテック社の親会社の取締役が変更したことなどの事情から，

平成１１年６月，ケンテック社を退職し，ケンテック社の社長の了承を得て，平成

１１年１１月２２日，原告を設立して，ケンテック社が行っていたＢＲＩＤＥシー

トに係る業務を引き継いだ。

原告は，ブリッド社に対し資材を納めたり，ブリッド社の下請業者として製造を

行っていた。

(c) ムサシ社は，平成１４年４月１５日，ムサシ社の開発部門中の生産管理

部門を独立させて，自動車部品及び用品のデザイン，企画開発，販売並びに輸出入

等を目的とするレヴィック社を設立し，Ｈの息子であるＧが社長になった。

(ｴ) Ｂ及び被告と，ブリッド社及びＤの関係が悪化した経緯（甲２７，３２，

３８，４２，乙１９の１・２，６２の１～３，６９，９７，１０６，１０７，証人

Ｃ，証人Ｉ，原告代表者，被告代表者）

ａ ＢＲＩＤＥシートの売上げの低迷が続いていたところ，平成１４年８月



ころ，被告は販売価格を下げて売りたいとの考えを示し，一方，Ｄは販売価格を下

げることには反対して被告の出す広告等に口を挟むようになり，ＢＲＩＤＥシート

の売上低迷の打開方法について双方の意見が対立するようになった。

ｂ Ｂは，ブリッド社との関係が悪化した上，ＢＲＩＤＥシートに対するＤ

の開発意欲が減退したと感じ，これ以上，ブリッド社との提携関係を継続すること

はできないと考えるようになり，平成１４年秋ころから，シートレールを自社生産

するように準備を始めた。

被告は，平成１４年７月３日，従前から大羽デザインに制作してもらってＢＲＩ

ＤＥシートのカタログ等に用いていた別紙「商標目録（被告側）」記載１，２の各

標章を，登録商標として出願し（これらの商標は，平成１５年４月１１日及び同年

９月１２日にそれぞれ登録された。），平成１４年１２月１１日，指定商品を「自

動車の部品及び付属品」とする登録商標「ＢＲＩＤＥ」を出願し，そのころ，ブリ

ッド社に対し，ＢＲＩＤＥシートの製造委託を止めたいと伝えた（なお，同出願は

平成１５年９月５日に拒絶査定を受けた。）。

ｃ Ｊは，平成９年ころから，Ｃの紹介により，Ｄがブリッド社の物流業務

を行うために設立した株式会社トレジャー（以下「トレジャー社」という。）でア

ルバイトとして働いていたが，正社員になれなかったことなどに不満を抱き，平成

１４年１０月にトレジャー社を退職し，その後，Ｃに会った際，ＢＲＩＤＥシート

への興味が再燃して被告への入社を懇願し，平成１５年３月に被告に入社した。

Ｋは，平成７年７月ころからブリッド社の従業員として働いていたが，平成１５

年１月ころ，ブリッド社の業績が落ちてきて給料が減額されたことなどに不満を抱

き，同年３月にブリッド社を退職した。Ｋは，Ｊから誘われて，被告への入社を希

望し，平成１５年４月に被告に入社した。

Ｌは，平成１３年４月からブリッド社の従業員として働いていたが，平成１５年

３月，Ｉと口論になったことが契機となって退職し，Ｊに相談して，Ｃに連絡を取

ってもらい，同年４月に被告の取引先であるシーテック社に入社した。



ｄ 被告は，平成１５年２月ころから，トレジャー社のＩを通じて，ブリッ

ド社に対して預けてあるプラスチック金型等の返還を求め，ブリッド社は同年３月

ころ金型を返還した（ただし，一部の金型はまだ返還されていない。）。

被告は，平成１５年３月ころからフルバケットシートを，同年８月ころからリク

ライニングシートを自社で開発するようになった（現在では，シートレールの製造

をシーテック社に，シートの製造をテイシン社に，組立てをＢＲＩＤＥ株式会社に

それぞれ依頼している。）。

ｅ ブリッド社は，平成１５年５月２０日に受注したうち約２０％の製品を

被告に納品し，これを最後に，被告とブリッド社の取引関係がなくなった。この時

点で，ブリッド社は，２０００万～３０００万円相当の在庫製品を抱え，そのほか，

多数の在庫部品や自動車用シート製造のための生産治具等が残った。

(ｵ) その後のブリッド社及び原告の対応（甲９～１３，１８，１９の１・２，

２０の１・２，２２～２５，２６の１～３，乙１８，３２，原告代表者）

ａ ブリッド社は，平成１５年４月１日，被告との業務提携を解消したため，

すべてのＢＲＩＤＥシートの販売の権利を原告に譲り渡し，原告は，同年８月，ブ

リッド社又はトレジャー社に在籍していたＭ，Ｉを雇用した。

原告は，平成１６年８月３１日，ブリッド社がＢＲＩＤＥシートの製造のために

賃借していた名古屋市ｅ区ｆ町ｇ丁目ｈ番地の工場を，ブリッド社に替わって賃借

し，Ｍ，Ｉは，同年９月，原告を事業主とする雇用保険被保険者資格を取得した。

原告は，ブリッド社が所有しＢＲＩＤＥシートの製造に用いていたプレス金型及

び曲げ加工型，ＦＲＰシートの成形型，レールアダプターの量産に必要な治具等を

譲り受け，自社で製造，販売することとした。

ｂ Ａは，平成１５年４月ころ，ムサシ社に赴き，原告と被告との提携関係

が解消し，ブリッド社が製造するＢＲＩＤＥシートの販売先がなくなったので，ム

サシ社で販売してもらえないかと相談したところ（Ａは，この時点で「ＢＲＩＤ

Ｅ」の登録商標を調査し，宮田工業が本件商標権を取得していることを確認してい



た。），ムサシ社の代表者Ｈは原告が本件商標権の使用許諾を得ることができたら

原告との取引を検討する旨回答した。

ｃ 原告は，平成１５年６月１６日，当時本件登録商標を使用していなかっ

た宮田工業から，本件商標権について，契約料５０万円，年間使用料５０万円で通

常使用権の許諾を受けた。宮田工業と原告は，上記通常使用権の許諾に際し，原告

が，本件登録商標に関し，第三者の侵害行為又は侵害のおそれのある行為を発見し

たときは，直ちに宮田工業に通知し，原告と宮田工業が協力して侵害の排除を行う

旨の合意をした。

その後，Ａ，Ｄ，ムサシ社の代表者Ｈ，当時レヴィック社の従業員であったＮら

が協議し，ムサシ社は被告との取引があったことから，当面はレヴィック社が原告

のＢＲＩＤＥシートを仕入れて販売することになった。

(ｶ) 原告及び被告の交渉経過

ａ 原告は，平成１５年７月１８日，被告に対し，原告が宮田工業から本件

商標権の通常使用権の許諾を受けたこと，被告が自動車用シートに標章「ＢＲＩＤ

Ｅ」を使用することは宮田工業の有する本件商標権を侵害することなどを通知し，

被告が自動車用シートに標章「ＢＲＩＤＥ」を用いるなどの行為の中止を求める通

知書（乙２１）を送付した。

また，原告とブリッド社は，同年７月，取引先に対し，①ブリッド社が同年６月

に被告との業務提携を解消したこと，②それに伴い被告に対して「ＢＲＩＤＥ」ブ

ランドの使用を直ちに中止するよう勧告したこと，③ブリッド社は，同年７月２１

日にレヴィック社と業務提携し，今後はブリッド社が製造するＢＲＩＤＥシートを

レヴィック社を通じて販売すること，④ブリッド社の製品は，道路運送車両法所定

の保安基準の強度試験を実施しているが被告の製品は同強度試験を実施していない

こと，⑤現在ブリッド社のＢＲＩＤＥシートと被告のＢＲＩＤＥシートが販売され

ているので車検対応ステッカーを確認して必ずどちらの会社が製造した製品か見極

めてほしいことなどを内容とする文書（乙２２）を送付した。



ｂ 被告は，平成１５年７月２４日，原告に対し，①被告が昭和５６年から

「ＢＲＩＤＥ」標章の使用を開始し，自動車用スポーツシート特に自動車用レーシ

ングシートの分野で被告のブランドとして周知されており，不正競争防止法２条１

項２号の保護を受けること，②原告は，被告による「ＢＲＩＤＥ」標章の使用開始

後に，当時未使用であった本件商標権の使用権を取得したものであり，原告の行為

は，既に周知性を有している被告のブランドの円滑な行使の活動を害する意図があ

るとともに，原告がその使用に及ぶ場合は被告の営業上の利益を著しく害すること，

③したがって，原告の被告に対する「ＢＲＩＤＥ」標章の使用差止請求は法的根拠

がなく，被告は原告に対し不正競争防止法２条１項２号に基づき「ＢＲＩＤＥ」標

章の使用中止を求めることなどを内容とする「回答書並びに警告書」（乙２３）を

送付した。

ｃ 原告及びレヴィック社は，三栄書房に対し，「ＯＰＴＩＯＮⅡ」の平成

１５年９月号に本件標章１を付したＢＲＩＤＥシートの広告を掲載することを依頼

したが，三栄書房から掲載を拒否された。そのため，原告は，同年８月１２日，

「自動車の部品及び付属品」を指定商品とする商標「Ｂ・ＧＲＥＯ」（別紙「商標

目録（原告側）」記載４のもの）の登録を出願し（乙１１５），同年１１月ころか

ら，標章「Ｂ・ＧＲＥＯ」を付したスポーツシートを製造して，そのパンフレット

を作成し，雑誌に広告を掲載して販売したが（乙６３の２・３），販売開始から３

か月後に月額５０万円の売上げを計上したものの，その後は売上げが下がる一方と

なり，商売として成り立つものではなかった（乙５０）（なお，レヴィック社は，

平成１６年２月１４日，被告に対し，雑誌に掲載した製品の画像中に「ＢＲＩＤ

Ｅ」の記載が残っていたことについて，「御社ブランド名が誤って記載された」と

して謝罪する旨の書面を送付している《乙１０１》。）。

ｄ 原告は，平成１５年８月２１日，被告に対し，上記「回答書並びに警告

書」（乙２３）における被告の主張を証明できる書面の提出を求めるとともに，被

告の主張は極めて妥当性を欠くことなどを内容とする通知書（乙２４）を送付した。



ｅ 被告は，平成１５年９月３日，原告に対し，本件登録商標の出願前に被

告のＢＲＩＤＥシートの広告等が掲載された雑誌名及びその発行年月を記載して，

被告の「ＢＲＩＤＥ」標章が周知であることは明らかであるとする回答書（乙２

５）を送付した。

ｆ Ｂは，平成１６年３月１日，スポーツ用自動車座席の企画，開発，製造，

販売，調査，研究等を目的とするＢＲＩＤＥ株式会社を設立し，自らが代表取締役

に就任した（甲１５，被告代表者）。

ｇ 宮田工業は，平成１８年１月１２日，原告に対し，本件商標権について

専用使用権を設定し，同月２５日，同専用使用権設定の登録がされた（甲１，２）。

(ｷ) 現時点の状況（甲３，４，乙５，３０，２９，３１，９６，証人Ｉ，原告

代表者）

ａ 原告は，現在までに，被告から取引を中止された時点で抱えていたＢＲ

ＩＤＥシートの在庫をほとんど販売し，現在販売しているものは，被告との取引中

止後に新たに製造したものである。

原告は，平成１８年４月ころのカタログ（乙３０）に，製造元として「株式会社

ブリッド・株式会社ハトプラ」，発売元として「株式会社ハトプラ」と記載して，

リクライニングシートとして「ＢＲＩＸ」，「ＥＲＧＯ」，「ＸＡＸ」，フルバケ

ットシートとして「ＭＡＸＩＳ」，「ＺＥＲＯＳ」，「ＺＩＥＧⅡ」，「ＺＥＴＡ

Ⅱ」，「ＡＲＴＩＳⅡ」，「ＥＸＡＳⅡ」等の本件標章１が付された商品を掲載し

ている。また，同カタログには，本件標章１が大きく表示され，「ブリッド，ネク

ストステージ。」と記載され，「ＢＲＩＤＥの商標権を所有しているのは，当社の

契約会社であり，使用を許可されているのは，株式会社ハトプラだけです。」と記

載されている。

原告のホームページ（平成１８年４月２６日更新のもの。乙３１）にも，本件標

章１が用いられており，上記カタログ上では「ブリッド，ネクストステージ。」と

表記されていたものが，「ＢＲＩＤＥネクストステージ」と表記され，また，「Ｂ



ＲＩＤＥの商標権について，株式会社ハトプラは権利者から専用使用権の設定を受

けております。」と記載されているところ，その「ＢＲＩＤＥ」には「ブライド」

とふりがなが付されている。なお，この記載に続き，原告と被告の間で標章「ＢＲ

ＩＤＥ」の使用をめぐって本件訴訟で係争中であることが記載されている。

原告は，平成１５年７月２９日に別紙「商標目録（原告側）」記載２，３の各登

録商標を出願し，これを原告商品の梱包用段ボール，ホームページ等で使用してい

る。

ｂ 被告は，平成１８年１月ころのカタログ（乙５），平成１９年４月ころ

のカタログ（乙９６添付のもの）に，「ティーズ株式会社／ＢＲＩＤＥ株式会社」

製のものであることを表記して，リクライニングシートとして「ＢＲＩＸⅡ」，

「ＥＲＧＯⅡ」，「ＸＡＸⅡ」，フルバケットシートとして「ＭＡＸＩＳⅢ」，

「ＺＩＥＧⅢ」，「ＺＥＴＡⅢ」，「ＡＲＴＩＳⅢ」，「ＥＸＡＳⅢ」等の本件標

章１が付された商品を掲載している（原告の商品名と同じものは，末尾に付記した

ローマ数字で区別できるようにしている。）。また，これらのカタログには，本件

標章１が大きく表示され，「ブリッド製」，「ブリッド初のリクライニング機構」

などと記載され，「ブリッド製シート，シートレールの類似品にご注意くださ

い。」，「株式会社ハトプラ製として，ＢＲＩＤＥ（ブライド）ブランドで販売さ

れております全ての商品は，当社とは一切関係ございません。」と記載されている。

なお，現在，被告が販売しているＢＲＩＤＥシートには，ブリッド社との業務提

携関係が解消した後に企画，開発された新商品「ＥＸＡＳⅢ ＳＰＯＲＴ」，「Ｐ

ＲＯＳ」，「ＣＵＧＡ」，「ＶＯＲＧＡ」，「ＥＵＲＯⅡ」等が加わっている。他

方，原告側は新商品開発はない。

ｃ ブリッド社は，解散等による法人格消滅の手続は採られていないものの，

実質的には営業していない状態である。

イ 以上の事実関係を基に検討する。

(ｱ) 被告とＤは，平成４年ころからＢＲＩＤＥシートの開発，製造について協



力関係を築き，平成６年にＤがブリッド社を設立したころから，すべてのＢＲＩＤ

Ｅシートの製造をブリッド社が行い，これを被告が販売するという製造協力関係が

形成され，Ｄは主として，車検対応に必要な構造，形状，強度等を備えたスポーツ

シートの設計及び製造方法に関して，技術的なアドバイスを行い（これにより，従

前ＰＰバンドで支持していた部分は，金属フレームに置き換えられた。），製造に

必要な金型，治具等を製作して量産体制を整え，また，ＦＩＡ規格クリア，レース

への出場，販促品の製作等の費用を負担し，一方，被告は，販売業者として得た知

識，経験等を基にして新商品の開発を主体的に進め，リクライニング機構の部品，

シートレール，本件標章１が織り込まれた布地等をブリッド社に供給し，部品製造

のための金型代や車検対応費用として５０００万円以上を負担したほか，ＢＲＩＤ

Ｅシートの普及のためのレース費用等を支出し，また，ブリッド社に対する仕入金

額を，従前小売価格の４０％であったものを５～１０％上乗せして支払った。

ＢＲＩＤＥシートの売上げは，平成３年度に約５億３０００万円であったものが，

平成４年度に約７億円，平成５年度に約１１億３０００万円，平成６年度に約１３

億６０００万円（なお，平成６年にレース専用モデルを除くすべてのＢＲＩＤＥシ

ートが車検対応のものになっている。）と伸びて，その後下降したものの平成１０

年度までは１０億円を超える売上げが続いていたが，こうした売上げを確保できた

のは，モータースポーツ市場が拡大したという市場の要因もあるのみならず，主と

して，被告とブリッド社の協力関係の下で，ＢＲＩＤＥシートを車検対応のものに

するとともに，モータースポーツの愛好家の要望に合った新商品を開発し続け，ま

た，雑誌広告やレース活動により「ＢＲＩＤＥ」ブランドを普及させてきたことに

よるものと認められる。もっとも，前記(1)イ(ｷ)で認定したように昭和６３年のＢ

ＲＩＤＥシートの売上げが約２億６０００万円であったものが，車検対応化を開始

した平成４年度の時点で約７億円の売上げになっており，平成４年度までの売上げ

の増加は，車検対応化によるものではなくＢによる「ＢＲＩＤＥ」ブランドの普及

の結果と認めるのが相当であるから，それ以降の売上げの増加についても，車検対



応化したこともその要因であることが否定できないものの，Ｂが本件各標章のデザ

インを制作してＢＲＩＤＥシートに使用し，これを「ＢＲＩＤＥ」ブランドとして

普及させたことによる面が大きいものというべきである。

また，ＢＲＩＤＥシートの取扱説明書や車検対応であることを表示するシールに

は，発売元として被告の社名が，製造元としてブリッド社の社名が表示されていた

が，その雑誌広告においては，被告の社名，住所，電話及びＦＡＸ番号が明記され

ていたものの，ブリッド社の社名，電話番号等の記載はなく，「ブリッド」という

文言もＢＲＩＤＥシート自体を指す意味で用いられることがほとんどで，ブリッド

社を指す意味で用いられることはなかったというべきであるから，ＢＲＩＤＥシー

トは，従前から「ＢＲＩＤＥ」ブランドの普及に努めてきた被告の商品を示すもの

として需要者の間に広く認識されていたものと認められる。これに対し，ブリッド

社はＢＲＩＤＥシートの製造元として認識され得るにとどまり，「ＢＲＩＤＥ」ブ

ランドがブリッド社の商品を示すものとして需要者の間に認識されていたものと認

めることはできない。

(ｲ) 平成１４年中ころから，被告とブリッド社の関係が悪化し，平成１５年５

月２０日発注分を最後に両社の製造協力関係が解消されたが，被告は，それまで商

標登録することなく使用していた別紙「商標目録（被告側）」記載１，２の各商標

について平成１４年７月３日になって商標登録を出願し，同年秋ころからシートレ

ールを自社生産する準備を始め，同年１２月１１日に商標「ＢＲＩＤＥ」の商標登

録を出願し，平成１５年２月ころから金型の返還を求めるなど，自社独自の生産，

販売体制の準備を進めていたことに照らすと，両社の製造協力関係の解消は，被告

側から積極的に行われたものと認めるのが相当である。

もっとも，被告とブリッド社の関係が悪化したのは，ＢＲＩＤＥシートの売上げ

が低迷する中で，その打開方法について双方の意見が対立したことがきっかけであ

る。Ｂは，ＢＲＩＤＥシートに対するＤの開発意欲が減退したと感じるようになっ

ており，Ｄはその後ブリッド社の事業を原告に譲渡し，ＢＲＩＤＥシート事業から



手を引いているから，Ｄ自身は，ＢＲＩＤＥシート事業にそれほど執着していなか

ったと考えられる。また，ブリッド社及びその関連会社で働いていたＪ，Ｋ及びＬ

は，平成１５年３月ころ，被告及びその関連会社で勤務するようになったが，その

転職の経緯においては，Ｄ及びブリッド社とＪら従業員との関係自体が悪化したと

いう要因がうかがわれるのであって，被告が，ブリッド社の生産技術，ノウハウを

取得することを企図して，ブリッド社等から一方的に引き抜いたものと直ちに認め

ることはできない。

(ｳ) 原告は，被告とブリッド社との製造協力関係が解消された後に，ブリッド

社の事業を承継したものであるが，「ＢＲＩＤＥ」の商標登録を調査して宮田工業

の本件商標権の存在を確認して，当時本件登録商標を使用していなかった宮田工業

から通常使用権の許諾を受け，その後，標章「ＢＲＩＤＥ」を付して原告製品を販

売しようとしたが，三栄書房から標章「ＢＲＩＤＥ」を付した原告製品の広告掲載

を拒否されたため，標章「Ｂ・ＧＲＥＯ」を付して原告の商品を販売することにし

たものの，同商品はほとんど売れず，この時点に至って，本件商標権に基づき被告

製品の販売等の差止めをしようと考え，宮田工業から本件商標権の専用使用権の設

定を受けて，同専用使用権に基づいて，被告製品の販売等の差止めを求めるように

なったものである。しかも，原告は，被告の販売に係るＢＲＩＤＥシートにおける

標章「ＢＲＩＤＥ」が「ブリッド」と呼ばれていたことから，本件登録商標のうち

「ＢＲＩＤＥ」の欧文字部分のみを使用して，「ブライド」のカタカナ文字の部分

を使用していなかったのであって，本件登録商標の本来の称呼が分かる部分の使用

を意図的に避けているものといわざるを得ない。

以上の経緯や原告の本件登録商標の使用態様等にかんがみると，本件商標権の通

常使用権の許諾を受けていた原告が，更に専用使用権の設定を受けた目的は，標章

「ＢＲＩＤＥ」を付して原告製品を販売することについて，本件商標権者である宮

田工業との間で生ずることが予想される法的な問題を回避するためではなく，被告

が標章「ＢＲＩＤＥ」を付して被告製品を販売することを阻止し，「ＢＲＩＤＥ」



ブランドを自らが独占することにあったものと認められる。

(ｴ) そうすると，原告による本件商標権の専用使用権の行使は，既に被告の商

品を示すものとして需要者の間に広く認識されていた標章「ＢＲＩＤＥ」の使用を

独占するために，それまで使用されていなかった本件商標権について専用使用権の

設定を受けて，その専用使用権に基づいて被告製品の譲渡等の差止め等を求めるも

のであって，被告とブリッド社の間で結ばれた製造協力関係が解消するに至った上

記の経緯をしんしゃくしても，原告が被告に対し本件商標権の専用使用権の侵害を

主張することは，公正な競業秩序を維持するという商標法の趣旨に反するものであ

って，権利の濫用に当たるというべきである。

(3) 以上によれば，争点ウについて判断するまでもなく，原告の甲事件請求は理

由がない。

２ 乙事件について

(1) 争点アについて

前記１(2)で認定したとおり，本件各標章を含む標章「ＢＲＩＤＥ」は，そもそ

もＢが昭和５６年ころに始めたスポーツシートに使用するようになったもので，本

件各標章もＢが作成したものであり，遅くとも昭和６３年ころにはＢのスポーツシ

ートを表示するものとして需要者の間に広く認識されるようになり，その後被告が

Ｂの事業を承継するとともにその周知性を承継し，その周知性は現在まで継続して

いることが認められ，また，ブリッド社が被告との間で製造協力関係にあった事実

を踏まえても，標章「ＢＲＩＤＥ」が需要者の間でブリッド社のスポーツシートを

表示するものとして認識されていたとは認められないことも既に述べたとおりであ

り，ブリッド社と被告との間で製造協力関係が解消した以上，ブリッド社にとって，

標章「ＢＲＩＤＥ」は他人の商品等表示に当たると認められる。

原告は，被告の商品等表示である本件各標章と全く同一の標章をスポーツシート

に付した原告製品を販売等しており，それにより被告製品と混同を生じさせること

は明らかである。



したがって，原告による原告製品の販売等の行為は，不正競争防止法２条１項１

号の不正競争行為に当たる。

(2) 争点イについて

原告は，原告，ブリッド社及び被告の関係がブリッド社が主導する事業関係にあ

り，被告は，このような３社の関係が継続する中，ブリッド社の従業員３名を巧妙

かつ悪質な方法で引き抜いて自社生産の準備を密かに進めた上，平成１４年１２月

にブリッド社に対し一方的に取引の中止を通告し，これによって被告に対する即納

体制を整えているブリッド社は１億円以上に上る膨大な在庫製品を抱えたなどとし

て，被告が，ブリッド社の事業を承継した原告に対し，不正競争防止法２条１項１

号，３条１項に基づき，原告製品の販売，展示等の差止めを求めることは，権利の

濫用として許されないと主張する。

しかし，ブリッド社と被告の製造協力関係は，ブリッド社が新商品開発の際に技

術的なアドバイスを行い，量産化体制を整えて，被告からの個別発注に応じてこれ

らを製造して納品するという役割を果たし，被告は，新商品の構想を示して商品開

発を進め，広告宣伝等を行って，販売業者としてＢＲＩＤＥシートの販売拡大に努

めたというものであって，ブリッド社の持つ技術力がＢＲＩＤＥシートの開発・量

産に貢献したことは否定できないとしても，ブリッド社が主導する事業関係にあっ

たものと認めることはできない。そして，既に述べたとおり，標章「ＢＲＩＤＥ」

は，ブリッド社と被告の製造協力関係が形成される前から，被告のスポーツシート

を表示するものとして需要者の間で認識されていたものであり，上記協力関係にあ

った時点においても，ブリッド社の製品を表示するものとして認識されてはいなか

ったものである上，「ＢＲＩＤＥ」ブランドはそもそもＢが昭和５６年ころから継

続して行ってきたＢＲＩＤＥシート事業によって普及したものであるから，ブリッ

ド社は，被告との製造協力関係が解消した後において，それまでに構築したスポー

ツシートの開発・量産技術を使用することは何ら制限を受けるものではないとして

も，ブリッド社単独での標章「ＢＲＩＤＥ」の使用が許されるものということはで



きない。

なお，ブリッド社と被告の製造協力関係の解消は，被告側から積極的に行われた

側面を有するものであるから，ブリッド社が被告からの発注に備えて既に製造して

いたＢＲＩＤＥシート及び標章「ＢＲＩＤＥ」が付された部品の在庫を販売，処分

することについて，被告が不正競争行為であるとして差し止めることが権利の濫用

となる余地があるとしても，ブリッド社の事業を承継した原告が，上記のとおり，

在庫を既に処分し終えた現時点においては，標章「ＢＲＩＤＥ」を付したスポーツ

シートを製造，販売することを正当化するに足りる事情は見当たらない。

したがって，被告が，現時点において，原告に対して不正競争防止法２条１項１

号に基づいて原告製品の販売等の差止めを求めることが，権利の濫用に当たるとは

いえない。

(3) 争点ウについて

原告は，スポーツシートに本件各標章を使用することは，宮田工業から本件商標

権の専用使用権の設定を受けたことに基づくもので，正当な行為である旨主張する

が，仮に不正競争防止法に基づく権利行使に対し，商標権の専用実施権に基づく行

為であることが抗弁となり得るとしても，前記(2)で述べたとおりの事情に照らせ

ば，原告の被告に対する本件商標権の専用実施権の行使は，それが甲事件請求のよ

うな被告に対する禁止権の行使ではなく，本件登録商標の自己使用を正当化させる

使用権の行使であっても，権利の濫用として許されないというべきであるから，原

告の主張は理由がない。

３ 以上によれば，被告の乙事件請求は理由があるから認容し，原告の甲事件請

求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。なお，仮執行宣

言については，相当でないからこれを付さないこととする。
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